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Ⅰ 公共サービスの改革 

１ 市民協働・官民連携の推進 

(1) 市民協働・都市内地域分権の推進 

取組１ 市民協働の推進 担当 中央市民サービスセンター 

取組概要 

市民、ＮＰＯ、企業、行政等の多様な主体が公共を支える市民協働

を推進する。また、市と市民活動団体が協働する事業を実践するほ

か、市民活動への参画の促進や市民活動団体の運営体制への支援を

行うなど、多様な主体が担い手となる環境づくりを進める。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

①協働サポート交付金事業新規

採択団体数を毎年３団体とす

る。 

※令和７年度事業見直しに伴

い、翌年度以降の協働サポート

交付金の新規募集終了。 

②職員向けの市民協働マニュア

ルを作成し、令和８年度までに

全部局への研修を行う。 

指標の状況 

①協働サポート交付金事業新規

採択団体数 

R5：１団体 

R6：３団体 

R7：２団体 

②職員研修の実施（全17部局） 

R5：市民協働マニュアル作成 

R6：１部局（集合研修） 

R7：全17部局への研修完了 

17部局（動画研修） 

  ３部局（集合研修） 

年度別取組内容 

R5(2023) 

協働サポート交付金事業の実践 

協働サポート交付金事業の対象事業を決定し（新規１事業、継続３

事業）、団体および協働担当課と連携し、市民協働事業を支援した。

また、事業提案数を増やすことを目的に、団体向けに同交付金の説

明会を開催し、制度の周知に努めた。 

市民協働ミーティングの実践 

「地域課題・地域資源×ビジネス〜地域で持続可能な市民活動を考

える〜」をテーマとして、ゲストスピーカートークやワークショッ

プ等を行った。 

市民活動団体への支援拡充 

市民交流サロンを中心に市民活動に関する情報提供や相談を行っ

たほか、市民活動を行う上での組織基盤整備等に関する講座を開催

した。また、市民交流サロンと既存の中間支援組織との連携により、

実施 
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市民活動支援機能や相談機能の拡充を図った。 

職員向けの市民協働マニュアルの作成 

市民協働指針等を解説した職員向けのマニュアル（市民協働ハンド

ブック）の素案を作成し、市民協働・都市内地域分権推進専門部会

で協議した。 

R6(2024) 

協働サポート交付金事業の実践 

取組を継続し、新規３事業、継続４事業の協働サポート交付金事

業の対象事業を決定した。 

市民協働ミーティングの実践 

「子育て×市民活動～みんなで育む”こみっと広場”～」をテーマ

として、ゲスト団体の活動紹介やワークショップ等を行った。 

市民活動団体への支援拡充 

上記取組を継続した。 

職員向けの市民協働マニュアルをもとに職員研修を実施 

職員用市民協働ハンドブックを活用した動画研修を、市民協働・都

市内地域分権推進専門部会員の所属課所室で実施し、研修時に行っ

たアンケート調査結果を踏まえ研修動画を作成した。また、同ハン

ドブックを活用した部局研修（集合研修）を市民生活部にて実施し

た。  

R7(2025) 

協働サポート交付金事業の実践 

取組を継続し、新規２事業、継続２事業の協働サポート交付金事業

の対象事業を決定した。 

市民協働ミーティングの実践 

「今しかない！ディグる先には何がある？！」をテーマとして、ゲ

ストの活動紹介やワークショップ等を行った。 

市民活動団体への支援拡充 

上記取組を継続した。 

職員向けの市民協働マニュアルをもとに職員研修を実施 

新規採用職員向けに「協働と市民協働」に関する研修を実施したほ

か、全庁職員に向け、職員用市民協働ハンドブックを活用した動画

研修を実施した。また、同ハンドブックを活用した対面型の部局研

修（集合研修）を、市民協働・都市内地域分権推進専門部会員の所

属部局（総務部、福祉保健部、建設部）で実施した。 

R8(2026) 継続実施 
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取組２ 都市内地域分権の推進1 担当 中央市民サービスセンター 

取組概要 

市民の自主的な地域自治活動の促進を強化するため、市民協働によ

る特色あるまちづくりを継続して実践するほか、地域におけるまち

づくりの担い手を育成する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、全７地域で

地域密着型のまちづくりの実践

を行う「まちづくりラボ講座」を

開催する。 

※事業見直しに伴い、令和７年

度で「まちづくりラボ講座」は終

了したことから、令和８年度は、

７地域のまちづくりの推進に向

けた検討会の開催を成果指標と

する。 

指標の状況 

まちづくりラボ講座開催地域数 

計６地域 

R4まで：３地域（中央、南部、 

東部） 

R5：１地域（雄和） 

 R6：１地域（河辺） 

R7：１地域（北部） 

※R7でまちづくりラボ講座終了 

年度別取組内容 

R5(2023) 

地域まちづくり推進事業の実施・検証 

３地域（東部・南部・中央）の取組について、まちづくりコーディ

ネーターからの助言をもらいながら、地域づくり組織と行政が連携

して行うとともに、地域まちづくり推進会議を開催し、内容の検証

や今後の方向性を検討した。また、地域づくり組織代表者連絡会を

開催し、３地域（東部、南部、中央）の地域まちづくり推進事業の

取組状況および４地域（西部、北部、河辺、雄和）の各地域づくり

組織におけるまちづくりの取組状況の情報共有・意見交換を行うな

ど、各地域における今後のまちづくりの検討の機会を提供した。 

「まちづくりラボ講座」の開催 

地域密着型のまちづくりの実践を行う「まちづくりラボ講座」を雄

和地域（平沢地区、石田地区、妙法地区）で開催し、地域における

まちづくりの担い手育成と気運醸成を図った。 

                                                                             
1 行政サービス－公共サービス－市民サービス 

行政サービスとは、行政(市)が提供するサービスの総称のこと。 
公共サービスとは、行政のみならず、ＮＰＯ等を含む民間によっても提供される公共的なサ
ービスの総称のこと。ＮＰＯとは Non-Profit Organization の略で、継続的・自発的に社
会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称のこと。 
市民サービスとは、市民が受けるサービスの総称のこと。ここでは、地方自治法にある「住民福
祉」を意味する。同法では、地方公共団体は住民福祉の増進を図ることを基本とすることが規定さ
れている。 

 

実施 



Ⅰ公共サービスの改革－１市民協働・官民連携の推進 
 

10 

 

R6(2024) 

地域まちづくり推進事業の実施・検証 

上記取組を継続した。 

「まちづくりラボ講座」の開催 

「まちづくりラボ講座」を河辺地域（河辺和田地区、河辺松渕地区、

河辺北野田地区）で開催し、地域におけるまちづくりの担い手育成

と気運醸成を図った。 

R7(2025) 

地域まちづくり推進事業の実施・検証 

上記取組を継続した。 

「まちづくりラボ講座」の開催 

「まちづくりラボ講座」を北部地域（寺内地区）で開催し、地域に

おけるまちづくりの担い手育成と気運醸成を図った。 

事業の見直しに伴い、令和７年度をもって「まちづくりラボ講座」

は終了とし、伴走支援を行う人材育成の手法について検討すること

とした。 

R8(2026) 

地域まちづくり推進事業の実施・検証 

地域づくり組織代表者連絡会を開催し、各地域のまちづくりの取組

状況の情報共有・意見交換を行うほか、３地域（東部、南部、中央）

の地域まちづくり推進事業の内容の検証を行い、７地域のまちづく

りの推進に向けた検討会を開催する。 
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取組３ 町内会等に対する支援策の実施 担当 生活総務課 

取組概要 

地域自治活動の基盤となる町内会・自治会組織への加入率が減少傾

向にあることから、町内会加入促進リーフレットを配布し、アパー

ト、賃貸住宅世帯、転入世帯に対し、加入について啓発を図るとと

もに、町内会長等の組織の担い手に対し、町内会・自治会ガイドブ

ックを活用した育成･援助などを行う。また、町内会等の地域への

デジタル化支援策を検討し、実施する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

町内会加入率について、コロナ

前の令和元年度水準（78.9％）を

回復する。 

指標の状況 

町内会加入率 

R5：76.1％ 

R6：75.7％ 

R7：75.0％ 

年度別取組内容 

R5(2023) 

町内会への加入促進 

広報あきたへ町内会加入促進に向けた記事を掲載したほか、電子申

請・届出サービスを活用し、町内会等への加入促進を図った。また、

住居表示決定時に、町内会加入促進リーフレットを配布したほか、

開発事業者による住宅取得者等への同リーフレットの配布を実施

した。 

町内会等への支援、担い手の育成 

町内会長等の組織の担い手に対し、町内会・自治会ガイドブックを

活用した育成・援助を行った。 

町内会のデジタル化支援の実施 

「秋田市町内会ポータルサイト」を構築・運用したほか、町内会が

自ら作成する「町内会サイト」の作成を支援した。 

R6(2024) 

町内会への加入促進 

上記取組を継続した。 

町内会等への支援、担い手の育成 

上記取組を継続した。 

町内会のデジタル化支援の実施 

「秋田市町内会ポータルサイト」からのお知らせ等をメール配信す

るため、各町内会のメールアドレスの登録を勧奨した。 

R7(2025) 

町内会への加入促進 

上記取組を継続した。 

町内会等への支援、担い手の育成 

実施 
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令和７年３月に改訂した町内会・自治会ガイドブックを全町内会に

配布するとともに、同ガイドブックを活用した育成・援助を行った

ほか、町内会等への支援に関する現状と課題を把握するため、町内

会長との意見交換会等を実施した。 

町内会のデジタル化支援の実施 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組４ 市民協働による避難所の運営 担当 防災安全対策課 

取組概要 

大規模災害により、多数の避難所で長期の避難生活が強いられる状

況となった場合には、行政の対応だけで管理・運営することは限界

がある。市民が避難所運営の主体として活動するための運営方針を

策定するため、避難所の主体となる各市民サービスセンター、コミ

ュニティセンター31か所それぞれにおいて避難所運営会議（10回程

度）を行い、災害時に市民協働による運営ができる体制を構築する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

市民サービスセンターおよびコ

ミュニティセンター31か所で避

難所運営会議を行う。 

指標の状況 

避難所運営会議実施箇所数 

計15か所 

R5：３か所 

R6：６か所 

R7：６か所 

年度別取組内容 

R5(2023) 

避難所運営会議の実施と避難所開設・運営ＢＯＸの設置による災

害時の対応力の向上 

令和４年度から継続実施してきた３か所の指定避難所において８

回の避難所運営会議を行い終了した。併せて、会議において作成し

た避難所運営の基本ルール等を収納した「避難所開設・運営ＢＯＸ」

を設置した。７月から新たに３か所の指定避難所において会議を予

定していたが、７月の豪雨災害対応について検証することとし、避

難所開設・運営についても課題があったことから、会議の実施を延

期した。 

R6(2024) 

避難所運営会議の実施と避難所開設・運営ＢＯＸの設置による災

害時の対応力の向上 

コミュニティセンターでの避難所運営会議を継続したほか、会議未

実施 
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設置の施設については担い手となる町内会等へその必要性を周知

し、会議の設置・実施を進め、運営方針を策定した。併せて、会議

において作成した避難所運営の基本ルール等を収納した「避難所開

設・運営ＢＯＸ」を設置した。 

R7(2025) 

避難所運営会議の実施と避難所開設・運営ＢＯＸの設置による災

害時の対応力の向上 

コミュニティセンターや市民サービスセンターでの避難所運営会

議を実施するにあたり、女性や子どもの視点に配慮するため、構成

員に女性を採用したほか、構成員の負担に配慮した会議回数で開催

し、「避難所開設・運営ＢＯＸ」を設置した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組５(新) 
市民協働および産官学連携による地域

におけるフレイル予防の推進 
担当 保健予防課 

取組概要 

健康寿命の延伸を目的に、市民が自らフレイル2予防に取り組むこ

とができるよう、大学との協働により、フレイルチェックのデータ

分析を行うほか、本市のフレイル予防事業などの効果を検証し、地

域におけるフレイル予防体制の構築を図る。 

また、評価・検証を基に、フレイルサポーター3や地元企業と協働し、

地域でのフレイル予防の取組を推進する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

①令和８年度までに、フレイル

サポーターを50人養成し、フ

レイルチェックを延べ4,500

人に実施する。 

②令和８年度までに、フレイル

サポーターや企業との連携事

業数を50事業にする。 

指標の状況 

①フレイルサポーター 

新規養成者数計67人 

  R4まで：41人 

R5：16人 

R6：10人 

①フレイルチェック 

実施人数計3,307人 

  R4まで：440人 

R5：1,629人 

R6：1,238人 

                                                                             
2 フレイル 
 年を取って心身の活力（筋力、認知機能、社会とのつながりなど）が低下した状態のこと。 

3 フレイルサポーター 
  市民に対するフレイルチェックの準備、進行、測定、結果説明を行う市民サポーターのこと。 

実施 
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②連携事業数 

R5：37事業 

R6：55事業 

年度別取組内容 

R5(2023) 

フレイルサポーターの養成とフレイルチェックの実施 

新規フレイルサポーターを養成し、フレイルサポータースキルアッ

プ研修会を開催した。また、市主催イベントでフレイル予防につい

て普及啓発活動を行うとともに、フレイルチェックを実施したほ

か、フレイル予防事業等検討委員会を開催し、市民のフレイルの現

状について分析・検討した。 

フレイルサポーター、民間企業等と連携した事業の実施 

市協力のもとフレイル測定会を開催するなど、フレイルサポーター

や企業と連携した事業を実施した。 

R6(2024) 

フレイルサポーターの養成とフレイルチェックの実施 

上記取組を継続し、フレイルチェックの結果から抽出されたハイ

リスク者を関係課の事業に繋げた。 

フレイルサポーター、民間企業等と連携した事業の実施 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

フレイルサポーターの養成とフレイルチェックの実施 

上記取組を継続した。 

フレイルサポーター、民間企業等と連携した事業の実施 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ公共サービスの改革－１市民協働・官民連携の推進 

15 

 

取組６ 地域における自殺対策力の強化 担当 健康管理課 

取組概要 

自殺率を低下させるため、地域との協働やネットワークを強化し、

地域の実情に応じた各種事業を実施し、ゲートキーパー4などの自

殺対策に係る人材の確保、養成、資質の向上を図る。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和６年度から令和８年度まで

の自殺対策を支える人材育成に

関する研修会の受講者数を延べ

2,775人にする。 

指標の状況 

研修会受講者数計1,032人 

R6：1,032人 

年度別取組内容 

R5(2023) 

地域におけるネットワークの強化、「第２期秋田市民の心といの   

 ちを守る自殺対策計画」の策定 

民・学・官の関係団体から構成する秋田市自殺対策ネットワーク会

議を開催し、「第２期秋田市民の心といのちを守る自殺対策計画」

について協議し、同計画を策定した。  

自殺対策を支える人材育成 

相談支援者や市民を対象とした研修会、こころのケア相談セミナー

を開催したほか、職域からの依頼に基づき、ゲートキーパー研修を

実施した。また、秋田市役所全職員を対象としたゲートキーパーに

関するe-ラーニング研修を実施した。 

R6(2024) 

地域におけるネットワークの強化 

「第２期秋田市民の心といのちを守る自殺対策計画」に基づき、秋

田市自殺対策ネットワーク会議を中心に民・学・官の連携を図り、

重点的に取り組む事業についても協議を行うなど自殺対策の推進

に努めた。 

自殺対策を支える人材育成 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

地域におけるネットワークの強化 

上記取組を継続した。 

自殺対策を支える人材育成 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

                                                                             
4 ゲートキーパー 

自殺の危険を示すサインに気づき、必要な支援につなぎ、見守る等の適切な対応ができる人（命の

門番）のこと。 

実施 
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取組７ 市民協働による生活道路の除排雪の推進 担当 道路維持課 

取組概要 

地域住民等が自ら行う除排雪作業に対する支援策について利用状

況を調査し、より利用しやすい制度となるように事務改善を進める

とともに、新たな支援策についても検討する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

①小型除雪機械の貸出し台数 

②個人所有の小型除雪機械への

燃料支給団体 

について、令和３年度の実績以

上とする。 

指標の状況 

①小型除雪機械貸出し台数 

R3：18台 

R5：23台 

R6：23台 

②燃料支給団体数 

R3：68団体 

R5：74団体 

R6：80団体 

年度別取組内容 

R5(2023) 

地域住民が行う除排雪に対する支援制度の利用促進 

各市民サービスセンターにおいて町内会長を対象とした説明会を

開催したほか、個別の町内説明会を実施した。また、シーズンを通

して貸与を行っている小型除雪機や、個人所有の小型除雪機械への

燃料支給および地域住民用小規模堆雪場事業など、地域住民が自ら

行う除排雪作業に対する支援制度のさらなる利用促進を図るため、

ＬＩＮＥ等の活用による効果的なＰＲの実施や発信回数を増やす

など、広報活動の充実を図った。 

新たな支援策の検討 

支援制度の利用状況と市民ニーズを調査し、より利用しやすい制度

となるように改善を進めるとともに、新たな支援策についても検討

した。 

R6(2024) 
地域住民が行う除排雪に対する支援制度の利用促進 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 
地域住民が行う除排雪に対する支援制度の利用促進 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

  

実施 
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 (2) 官民連携手法の活用 

取組８－① 

民間委託・指定管理者制度導入の検討 

（コミュニティセンター（外旭川、豊

岩、上新城）の管理運営） 

担当 生活総務課 

取組概要 

指定管理者制度未導入のコミュニティセンター（外旭川、豊岩、上

新城）について、地域住民からなる団体と調整を図り、導入可能な

箇所へ指定管理者制度を導入することで、民間活力・ノウハウを活

用し、業務の効率化やサービスの質の向上を目指す。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

３施設について、令和８年度ま

でに指定管理者制度を導入す

る。 

指標の状況 

指定管理者制度導入施設 

R5：１施設（外旭川） 

R7：２施設（豊岩、上新城）につ

いて令和８年度までの指定管理

者制度の導入を見送る。 

年度別取組内容 

R5(2023) 

外旭川地区コミュニティセンターの指定管理開始 

地域住民団体との調整・働きかけ 

指定管理者制度未導入のコミュニティセンターについて、地域住民

からなる団体と協議し、制度の導入を働きかけた。 

R6(2024) 
地域住民団体との調整・働きかけ 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

地域住民団体との調整・働きかけ 

地域住民団体との調整に進展が見込まれない状況に加え、地域づく

り等における課題解決に向けて、市と地域のあり方の検討を優先し

ており、令和８年度までの導入を見送ることとした 

R8(2026) 

地域住民団体との調整・働きかけ 

市と地域のあり方の検討を踏まえ、地域住民からなる団体と協議

し、制度の導入を働きかける。 

 

  

準備・検討 
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取組８－② 
民間委託・指定管理者制度導入の検討 

（斎場の管理運営） 
担当 生活総務課 

取組概要 

民間活力・ノウハウを活用することで、市民サービスの向上と安定

的・継続的な斎場施設の運営を図るため、斎場に指定管理者制度を

導入する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

令和７年度までに、指定管理者

制度を導入する。 

指標の状況 

指定管理者制度導入状況 

R7：令和８年度までの指定管理

者制度の導入を見送る。 

年度別取組内容 

R5(2023) 

調査・研究 

先行自治体への照会を行うなど、指定管理者制度導入に向けた調

査、研究を行い、課題を整理した。 

仕様書・募集要項の検討 

指定管理の範囲や期間および指定管理候補者の要件等を精査し、仕

様書・募集要項を検討したほか、指定管理者選定委員会設置要綱・

審査要領を検討した。 

R6(2024) 

管理運営方法の再検討 

昨今の人件費や資材費の高騰など社会情勢の変化を鑑み「指定管

理」「一部業務委託」「直営」、それぞれにかかる経費とメリット・

デメリットについて改めて整理し、斎場の管理運営方法について再

検討した。 

R7(2025) 

管理運営方法の決定 

火葬業務を民間委託する方針とすることに伴い、現業員の勤務労働

条件について秋田市職員労働組合と交渉を行ったが、妥結にいたら

なかったことから、令和８年度までの導入を見送ることとした。 

R8(2026) 
管理運営方法の再検討 

令和９年度以降の斎場の運営について、運営手法の検討を行う。 

 

  

準備・検討 
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取組８－③ 
民間委託・指定管理者制度導入の検討 

（一つ森公園の管理運営） 
担当 公園課 

取組概要 

一つ森公園の管理運営方法について、指定管理者制度の導入も含

め、民間活力・ノウハウを活用することで、業務の効率化やサービ

スの質の向上を目指す。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

令和８年度に公園の管理運営方

法を決定し、その運営手法を導

入する。 

指標の状況 

準備・検討 

年度別取組内容 

R5(2023) 

 調査 

管理運営手法の検討の参考とするため、現在一つ森公園コミュニテ

ィ体育館の運営や公園全体の管理を委託している公益財団法人秋

田市総合振興公社へ、現況や管理上の課題等についてヒアリングを

実施した。 

R6(2024) 

 調査・研究 

指定管理者制度を導入している県の小泉潟公園や中央公園などを

管理している担当課に対してヒアリングを実施し、業務内容等の精

査検討を行った。 

R7(2025) 

 管理運営方法の決定 

民間委託と指定管理者制度導入について比較検討し、管理運営方法

を公募型指名競争入札による民間委託とすることとした。 

R8(2026)  管理運営手法の導入 

 

  

実施 準備・検討 
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取組８－④ 
民間委託・指定管理者制度導入の検討 

（市営墓地の管理運営） 
担当 生活総務課 

取組概要 
民間活力・ノウハウを活用することで、業務の効率化やサービスの

質の向上を図るため、市営墓地の管理に民間委託等を導入する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

令和８年度までに、民間委託も

しくは指定管理者制度を導入す

る。 

指標の状況 

制度導入状況 

R7：令和８年度までの民間委託

もしくは指定管理者制度の導入

を見送る。 

年度別取組内容 

R5(2023) 

 調査・研究 

平和公園と同規模以上の市営墓地を管理・運営している自治体等の

調査や視察により民間委託と指定管理者制度を比較することで、そ

れぞれの課題を整理し、業務内容等の検討を行った。また、老朽化

などが進む園内設備等の調査を行った。 

R6(2024) 

調査・研究 

秋田市営墓地の管理および整備等に関する基本方針を作成し、近年

急速に変化する墓地に対する市民ニーズへの対応や今後本市が整

備すべき墓数等のほか、墓地の管理形態の見直しについて基本的な

考え方を整理した。 

R7(2025) 

 管理運営方法の決定 

墓地の管理形態について、指定管理、業務委託、直営の場合のそれ

ぞれのメリットとデメリットを比較・検討し、当面、平和公園の運

営は直営で行うこととした。 

R8(2026) 

 管理運営方法の再検討 

令和９年度以降の運営手法について、社会情勢等を鑑みながら検討

を継続する。 

 

  

準備・検討 
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取組８－⑤ 
民間委託・指定管理者制度導入の検討 

（小型家電の回収） 
担当 環境都市推進課 

取組概要 

平成28年１月から分別収集を開始した資源化物の「使用済み小型家

電」については、市内48か所の公共施設等からの拠点回収を実施し

ており、ごみ集積所の巡回事業の合間に職員直営で収集を実施して

いる。収集を委託することにより、効率的な収集を実現するほか回

収拠点の衛生環境を保ち、排出の利便性を向上させる。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

令和８年度までに全拠点におい

て委託収集を導入する。 

指標の状況 

委託収集導入状況 

R7：委託収集の導入を見送る。 

年度別取組内容 

R5(2023) 

 調査・研究 

中核市に対する小型家電回収事業の実施状況を照会し、先進的な取

組の調査、研究を行い、収集に関する課題を整理したほか、社会実

証事業の枠組の設計を行った。 

R6(2024) 
 調査・研究 

令和５年度事業を精査し本市に適した事業構築の研究を行った。 

R7(2025) 

委託収集導入検討 

人件費の高騰により、当初想定していた財政負担を抑えた形での民

間委託の導入が困難であることから、導入の検討を終了することと

した。 

【令和７年度(2025)取組終了】 

 

  

準備・検討 
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取組８－⑥ 
民間委託・指定管理者制度導入の検討 

（金属資源化物の受入・処理） 
担当 総合環境センター 

取組概要 

金属資源化物の受入・処理について、リチウムイオン電池内蔵品の

増加など昨今の搬入物の変化に適応した体制を継続するため、業務

の見直しと民間委託に向けた検討を行い、業務の効率化やサービス

の質の向上を目指す。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

令和８年度までに、民間委託を

導入する。 

指標の状況 

民間委託導入状況 

R7：民間委託導入を見送る。 

年度別取組内容 

R5(2023) 

調査・研究 

金属資源化物処理施設に搬入される廃棄物を把握し、種類ごとに整

理したほか、受入から処理までの作業内容および業務に係る人数を

調査した。また、業務に携わる職員について、今後の人数の推移を

調査した。 

R6(2024) 

今後の受入・処理状況等を踏まえた業務の見直し 

破砕不適物の選別・除去業務の効率化の検討や、適正処理ルート確

立のため、他都市の処理事例や民間事業者への聞き取り調査を実施

した。 

R7(2025) 

民間委託に向けた作業人数や受入体制等の検討 

委託に必要な人数、受入体制および委託費の検討を行うとともに、

人件費の高騰による影響、リチウムイオン電池分別作業の増加、民

間委託期間を検討した結果、民間委託の有効性がないことを確認し

たことから、導入の検討を終了することとした。 

【令和７年度(2025)取組終了】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備・検討 
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取組８－⑦ 
民間委託・指定管理者制度導入の検討 

（学校給食調理場の給食調理） 
担当 学事課 

取組概要 

令和２年度に策定した民間委託計画に基づき、給食調理業務の民間

委託を段階的に実施するとともに、現計画が終了する令和８年度ま

でに、新たな民間委託計画を策定することで、業務の効率化やサー

ビスの質の向上を目指す。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

①新規民間委託を導入する（各

年１施設）。 

②令和７年度までに次期民間委

託計画を策定する。 

指標の状況 

①新規導入施設数 

R5：１施設（城南中） 

R6：１施設（泉中） 

R7：１施設（大住小） 

②R7：次期民間委託計画策定 

年度別取組内容 

R5(2023) 
城南中学校調理場調理業務の新規民間委託の実施および泉中学 

 校調理場調理業務の受託業者の決定 

R6(2024) 
泉中学校調理場調理業務の新規民間委託の実施および大住小学 

 校調理場調理業務の受託業者の決定 

R7(2025) 

大住小学校調理場調理業務の新規民間委託の実施および日新小 

学校調理場調理業務の受託業者の決定 

 次期民間委託計画の策定 

次期民間委託計画を「学校給食調理場再編整備計画」に含めて一本

化することとし、令和７年11月に策定した。 

R8(2026) 

計画に基づく新規民間委託の導入 

日新小学校調理場調理業務委託を開始予定のほか、令和７年度に策

定した学校給食調理場再編整備計画に基づき、港北小学校調理場調

理業務の新規民間委託導入についての準備を行う。 

 

  

実施 
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取組９ ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の活用推進 担当 総務課 

取組概要 

新たな事業機会の創出や民間投資の喚起を図るとともに効率的か

つ効果的な公共施設等の整備等を進めるため、ＰＰＰ／ＰＦＩ5手

法の導入を優先的に検討する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

事業費(建設等)総額10億円以上

又は単年度事業費(運営等)１億

円以上の事業について、優先的

検討を実施する。 

指標の状況 

継続実施 

年度別取組内容 

R5(2023) 

あきた公民連携地域プラットフォームへの参加等 

秋田県および秋田銀行の主導により設置された産官学金の連携の

場「あきた公民連携地域プラットフォーム」へ参加し、ＰＰＰ／Ｐ

ＦＩ研修、他自治体のＰＰＰ／ＰＦＩ事例およびマーケットサウン

ディング調査6に関する情報を庁内に周知し、ノウハウの習得・共有

と制度活用の推進を図った。 

R6(2024) 

あきた公民連携地域プラットフォームへの参加等 

上記取組を継続するとともに、現行のガイドライン等の課題を整理

し、検討手順の明確化および簡易化について検討を行うなど、制度

活用の推進を図った。 

R7(2025) 

あきた公民連携地域プラットフォームへの参加等 

上記取組を継続するとともに、優先的検討対象事業について全庁照

会を行い、対象の把握に努めた。 

R8(2026) 継続実施 

 

 

  

                                                                             
5 ＰＰＰ／ＰＦＩ 

ＰＰＰ（Public Private Partnership）とは、官民が連携して公共サービスの提供を行う手法で、

この中にＰＦＩ、指定管理者制度、包括的業務委託、民設公営等が含まれる。ＰＦＩ（Private 

Finance Initiative）とは、公共施設等の建設、維持管理、運営に民間の資金とノウハウを活用す

ることにより、整備等に係るコストを縮減する手法のこと。 
6 マーケットサウンディング調査 

事業発案段階や事業化段階において、事業内容や事業スキーム等に関して、直接の対話により民間

事業者の意見や新たな提案の把握等を行うことで、対象事業の検討を進展させるための情報収集を

目的とした手法のこと。 

実施 
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取組10 千秋公園への官民連携手法の活用検討 担当 公園課 

取組概要 

民間による飲食店等の収益施設整備（Park-PFI7等）に向け、事業提

案や公募条件整備に関するマーケットサウンディング調査等を実

施し、民間活力の導入を検討する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、千秋公園内

の既存施設を利活用するための

マーケットサウンディング調査

を実施する。 

指標の状況 

マーケットサウンディング調査 

R5：旧香雲亭実施 

 

年度別取組内容 

R5(2023) 

マーケットサウンディング調査等に基づいた取組の推進 

公園内対象施設（駐車場）の整備方針について、前年度の調査にお

いて、民間事業者が整備・管理運営まで一貫して実施することは困

難との意見があったことを踏まえ、市が一部整備を実施する可能性

も考慮した官民連携手法の検討を進めることとした。 

マーケットサウンディング調査等の実施 

千秋公園にある既存建物（旧香雲亭）の利活用の可能性について、

マーケットサウンディング調査を実施し、提案のあった事業アイデ

アについて、Park-PFI制度等を活用した事業化が可能か検討した

が、公募趣旨であった便益施設を主体としたものではなかったこと

から、事業化には至らなかった。 

R6(2024) 

マーケットサウンディング調査等に基づいた取組の推進 

令和４年度に実施した駐車場整備に関する調査結果における一部

整備を市が実施する官民連携手法について、民間事業者へ管理可能

な整備のあり方等について聞き取りを実施した。 

R7(2025) 

マーケットサウンディング調査等に基づいた取組の推進 

市が駐車場の整備を実施し、管理を民間業者へ業務委託する方針を

決定し、令和８年度当初から実施することとした。 

R8(2026) 

マーケットサウンディング調査等に基づいた取組の推進 

市が整備を実施した駐車場について、民間事業者への業務委託によ

り管理・運営を実施する。 

  

                                                                             
7 Park-PFI 
  公募により公園内に収益施設を設置する者を決定し、園路などの周辺公園施設と一体的に整備す

ることで、許可期間の延伸等の特例が受けられる、民間提案による収益還元型の公園施設事業運営

制度である。 

実施 
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取組11(新) 公共交通に係る共同経営体の検討 担当 交通政策課 

取組概要 
持続可能な公共交通サービスの実現に向け、公共交通事業者等と連

携した新たな経営形態（会社、組合等）を検討する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

  
  

成果指標 
令和８年度末までに、新たな経

営形態を検討する。 

指標の状況 

準備・検討 

年度別取組内容 

R5(2023) 

共同経営、連携協定の事例収集・準備 

当初は、経営環境の厳しい公共交通事業者等との共同経営体の設立

を目指し、経営形態の検討等を行うこととしていたが、事業者の意

向や経営状況、他都市の状況等を踏まえ、共同経営体の設立ではな

く、新たな連携体制の構築に向けた取組を行うこととした。それを

踏まえ、先進事例の調査等をもとに連携内容等の検討を行うととも

に、公共交通事業者との連携協定締結に向けた準備を進めた。 

R6(2024) 

公共交通事業者との連携協定の締結、連携事項に関する協議 

公共交通網の再編や運行形態、新たな料金体系の導入や人材確保等

について、連携して取り組んでいく事項を定めるため、路線バス事

業者と連携協定を締結した。また、その協定に基づき定期的に協議

を行ったほか、再編後の運行の収支見通し等を基に、安定的な運行

に必要な支援のあり方等を検討した。 

R7(2025) 

公共交通事業者との連携事項に関する協議、連携体制構築に向け 

 た準備 

路線バス事業者との連携協定に基づき、連携事項等についてバス路

線再編・運賃制度部会を開催したほか、タクシー事業者団体と今後

の連携について協議を開始し、令和８年度からの連携体制構築に向

けた準備作業等を行った。 

R8(2026) 

公共交通事業者との連携体制の構築 

マイタウン・バスおよびエリア交通の安定的な運行および乗務員の

確保策の検討など、本市における将来にわたり持続可能な公共交通

サービスの実現に向けた取組の実施について、地域公共交通の担い

手であるタクシー事業者団体との連携協定締結に向けた検討を進

める。 

 

 

準備・検討 実施 
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２ 公共施設マネジメントの推進 

(1) 公共施設の総合的な管理 

取組12 
市有建築物の総合的かつ計画的な管理

の推進 
担当 財産管理活用課 

取組概要 

今後、人口減少・少子高齢化の進行、歳入の減少が見込まれること

から、秋田市公共施設等総合管理計画が目指す総合的かつ計画的な

管理のため、以下に掲げる本市公共施設等マネジメント方針の取組

により、保全に係るコストの将来負担の軽減と市民ニーズに適切に

対応した市有建築物の再編を図る。 

①計画的な維持保全 （点検・診断の継続実施、計画保全による公

共施設等の長寿命化） 

②効率的な施設運営 （運用方法の見直し、施設保有量の見直し） 

③適切な施設サービス（市民ニーズの把握、施設の再編） 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

①令和５年度までに、施設別に

総合劣化度を評価する手法を

確立する。 

②令和６年度までに、施設カル

テ8を整備する。 

③令和７年度までに、市有建築

物の保有量の見直しなど再編

案をまとめる。 

指標の状況 

①総合劣化度評価手法の確立 

R5：評価手法確立 

②施設カルテ整備 

R6：施設カルテ整備 

③再編案まとめ 

R7：保有量の見直し方針案策定 

年度別取組内容 

R5(2023) 

劣化度評価手法の確立 

市有建築物躯体評価事業および施設所管課による日常点検の結果

などにより、施設別に劣化度評価を行った。 

効率的な施設運営の検討 

点検や清掃業務等施設の維持管理における包括管理委託による民

間活力の導入について、施設所管課への照会や民間事業者へのヒア

リングによる調査・研究を行い、課題を整理した。 

R6(2024) 

保有優先度評価 

健全度や運営状況などによる定量的評価を行った上で、必要性や代

替性などによる定性的評価に着手する。市有建築物の保有優先度評

                                                                             
8 施設カルテ 
  施設の用途、面積、コスト情報、劣化度など、施設ごとの情報をまとめた個票のこと。 

実施 
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価の定量的評価（１次評価）として、これまで収集・整理した施設

データを使用し、建物（ハード面）と機能（財務・供給のソフト面）

の評価を行い、｢公共性｣｢有効性｣｢代替性｣を評価指標とする定性的

評価（２次評価）へ着手した。 

施設カルテの整備と情報の一元管理化 

公共施設マネジメントシステムを活用し、施設の運営状況やコスト

情報など各所管課で管理している情報等を収集・整理し、情報の一

元化と施設ごとの情報を個票にまとめた施設カルテを作成した。 

R7(2025) 

保有量の見直し方針（案）の作成 

181の市有施設について、保有優先度評価を基に各所管課とのヒア

リング等を行いながら、実施時期を短期、中期、長期に整理し、理

由等を付して見直し方針案をとりまとめた。 

R8(2026) 

保有量の見直し方針の策定 

見直し方針（案）に係る説明会等の開催により、市民理解や合意形

成を図るとともに成案に向けた調整を行い、実施方針を策定する。 

個別施設計画見直し 

保有量の見直し方針を踏まえて個別施設計画を改訂する。 

第２期公共施設等総合管理計画の作成 

現行計画の計画期間終了のため、市有建築物の全体保有量の見直し

など、再編を考慮した次期計画を策定する。 
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取組13(新) 雨水管の改修計画の策定・推進 担当 道路維持課 

取組概要 

道路維持課が管理する雨水管（約50㎞）において、近年、老朽化に

よる陥没が頻発化してきていることから、道路利用者の安全安心を

確保するため、予防保全の観点から、改修計画を策定して計画的な

保全と工事の平準化を図る。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

令和６年度に改修計画を策定

し、同年度以降、全延長約50㎞の

内、損傷の著しい施設延長5㎞

(想定)について、年間500ｍの改

修を実施する。 

指標の状況 

準備・検討 

※R5年度の豪雨災害対応による

現地調査の遅れや、把握してい

ない所有者不明の雨水管の調査

に時間を要していることから改

修計画の策定はR9年度以降とな

る見込み。 

年度別取組内容 

R5(2023) 

雨水管の現地調査 

道路維持課が管理する雨水管の現地調査を実施した。また、現地調

査および市民からの通報により雨水管が起因による陥没等につい

て、修繕を実施した。 

R6(2024) 

雨水管の現地調査 

過去の資料を基に、雨水管が埋設されている箇所を地図（ＧＩＳ）

へ入力し、現地調査により雨水管の埋設位置および深さ、口径を確

認しながら、調査結果表を作成した。また、現地調査により雨水管

が起因による陥没等が発生している箇所について、修繕を実施し

た。 

データベース構築 

R7(2025) 

雨水管の現地調査 

上記取組を継続した。 

データベース構築 

R8(2026) 

雨水管の現地調査 

上記取組を継続するとともに、所有者不明の雨水管の調査に想定以

上の時間を要し、市内全域を一括調査するのは現実的ではない状況

であることから、エリアを限定し現地調査を進めるなど、調査計画

を見直しの検討を行う。 

データベース構築 

準備・検討 
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 (2) 公共施設のあり方の見直し 

取組14 未利用施設のあり方の見直し 担当 財産管理活用課ほか 

取組概要 

未利用施設について、老朽化・耐震性の観点からあり方を検討し、

以下の取組を実施する。 

①利活用が可能と判断した建物は、利活用者を公募する際の周知方

法等についても検討し、利活用を一層促進する。 

②利活用ができないと判断した建物は、解体を進める。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

未利用施設の利活用又は解体を

検討する。 

指標の状況 

継続実施 

（参考） 

R7：未利用施設数２施設（旧山谷

小学校、旧岩見三内クリニック） 

年度別取組内容 

R5(2023) 

施設のあり方の検討 

旧山谷小学校について、土地および建物の不動産鑑定を実施し、建

物付土地として一般競争入札に付し、利活用を図った。 

R6(2024) 

施設のあり方の検討 

旧山谷小学校について、昨年度の一般競争入札が不調となったこと

から、建物解体条件付一般競争入札による売払いについて、調査、

実施方法を検討し、改めて不動産鑑定を実施した。 

また、旧岩見三内クリニックについては、建物の老朽化に伴う解体

費用の算出や土地の利活用について検討した。 

R7(2025) 

施設のあり方の検討 

旧山谷小学校について、建物解体条件付一般競争入札（マイナス入

札）を実施したものの、不調に終わったことから、再度実施方法等

を検討したものの、他の事業との優先順位により令和８年度の取組

は見送ることとした。 

また、旧岩見三内クリニックについては、建物の点検や解体撤去に

向けた予算要求を行った。 

R8(2026) 

施設のあり方の検討 

旧岩見三内クリニックの建物解体について、アスベスト含有調査を

行ったのち、１２月までに建物を解体撤去する予定。 

 

  

実施 
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実施 

取組15 配水ポンプ施設の廃止 担当 水道維持課、水道建設課 

取組概要 
配水管整備、水需要等を踏まえ、ポンプ施設２か所（下浜、萱ケ沢）

を廃止し、維持管理費の削減を図る。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

  
  

成果指標 

令和８年度までに、２か所のポ

ンプ施設（下浜、萱ケ沢）を廃止

する。 

指標の状況 

ポンプ施設の廃止 

R7：萱ヶ沢ポンプ場 

年度別取組内容 

R5(2023) 

萱ケ沢ポンプ場廃止に伴う管路整備 

廃止のための配水管布設工事を実施した。 

下浜ポンプ場廃止の検討 

廃止検討のための管網解析やポンプ場１次側にある減圧弁調整等

の方法について精査した。 

R6(2024) 

萱ケ沢ポンプ場廃止に伴う管路整備 

上記取組を継続した。 

下浜ポンプ場廃止の検討 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

萱ケ沢ポンプ場廃止 

配水管布設による管路整備が完了し、整備後の水圧調査の結果が良

好であったことから、廃止を１年前倒しで実施。 

下浜ポンプ場廃止に伴う管路整備 

管路整備が完了したことから、整備後の水圧調査を実施し、水位調

整弁設置位置を決定。 

R8(2026) 
下浜ポンプ場廃止 

水位調整弁設置後、廃止。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備・検討 
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取組16 下水道施設の最適化 担当 下水道整備課 

取組概要 

以下の下水道施設の統廃合により、維持管理費の削減を図る。 

①秋田県流域下水道への接続による単独公共下水道処理施設の統

廃合 

人口減少により流入量が減少するなか、十分な使用料収入が見込め

ないことから、秋田県流域下水道との連携により、汚水処理機能を

移行し、処理施設を統廃合することで、維持管理費の削減を図る。 

②農業集落排水処理施設の統廃合 

農業集落排水処理施設の老朽化状況・耐用年数等を考慮しながら、

公共下水道への接続や隣接する処理施設を統廃合することで、維持

管理費の削減を図る。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

①令和５年度までに、１施設（羽

川浄化センター）を廃止する。 

②令和８年度までに、５か所の

農業集落排水処理施設を廃止

する。 

指標の状況 

①羽川浄化センター 

R5：廃止 

②農業集落排水処理施設廃止 

計５か所 

R5：２か所（下新城北部、下新 

城南部） 

 R6：１か所（上新城） 

 R7：２箇所（赤平、下三内） 

年度別取組内容 

R5(2023) 

① 秋田県流域下水道への接続による単独公共下水道処理施設の統

廃合 

羽川浄化センターの廃止 

②農業集落排水処理施設の統廃合 

接続管路実施設計（赤平、下三内） 

管路接続工事（上新城） 

処理場廃止（下新城北部・下新城南部） 

R6(2024) 

②農業集落排水処理施設の統廃合 

機能診断（岩見） 

管路接続工事（赤平、下三内） 

処理場廃止（上新城） 

R7(2025) 

②農業集落排水処理施設の統廃合 

実施設計（上北手東部） 

維持管理適正化計画（岩見、岩見三内中央） 

実施 
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処理場廃止（赤平、下三内） 

R8(2026) 

②農業集落排水処理施設の統廃合 

実施設計（種平） 

事業採択申請書作成（岩見） 

管路接続工事（上北手東部） 

 

取組17(新) 旧文化会館の売却等 担当 財産管理活用課 

取組概要 
旧文化会館について、民間企業等から利活用希望がなかったことか

ら、土地の活用や売却等を進める。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 
旧文化会館の土地の売却等を進

める。 

指標の状況 

継続実施 

年度別取組内容 

R5(2023) 
旧文化会館の売却等の検討 

旧秋田市文化会館解体工事設計業務委託を実施した。 

R6(2024) 

旧文化会館の売却等の検討 

周辺家屋工事損害調査を行うとともに令和８年度の完了を目指し、

解体工事に着手した。 

R7(2025) 
旧文化会館の売却等の検討 

令和８年12月の工事完了に向けて躯体の解体を実施した。 

R8(2026) 

旧文化会館の売却等の検討 

解体工事を行うほか、工事完了後は、周辺家屋工事損害調査(事後)

を行う。また、今後の敷地の利活用方法について幅広く検討する。 

 

  

実施 
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取組18 公共施設のあり方の検討 担当 雄和市民ＳＣほか 

取組概要 
利用実態や将来の財政負担等を考慮し、公共施設の存続・統合・譲渡・

廃止について検討する。 

施設名 決定時期 担当課 

雄和地区コミュニティ類似施設 

（雄和農林漁家婦人活動促進施

設、雄和山村交流センター、雄和

左手子交流センター、雄和地区北

部コミュニティ施設） 

令和７年度 雄和市民サービスセンター 

勤労者体育センター 令和８年度 産業企画課 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 
上記施設のあり方を決定する。 指標の状況 

準備・検討 

年度別取組内容 

R5(2023) 

雄和地区コミュニティ類似施設 

施設の譲渡又は廃止に向けた合意形成のため、関係団体等との協

議を実施した。併せて、施設建設時に活用した補助金の取扱いにつ

いて県と協議を実施した。 

勤労者体育センター 

令和４年度の利用状況を分析したほか、令和２年度から令和４年

度までの利用状況や利用目的を整理・分析した。 

R6(2024) 

雄和地区コミュニティ類似施設 

施設の譲渡又は廃止に向けた合意形成のため、関係団体等との協

議を実施し、譲渡が見込める施設については、修繕を行った。 

勤労者体育センター 

令和５年度の利用状況を分析したほか、情報収集項目の見直しや、

令和６年度上期の利用者情報の収集およびまとめを行った。また、 

改めて課題を整理し、指定管理者との協議を行うなど、施設のあり

方の検討を進めた。 

R7(2025) 

雄和地区コミュニティ類似施設 

譲渡予定の３施設について、地元自治会からの合意を得て、施設払

下要望書を受理したほか、４施設の廃止に向けて令和８年２月定

例会へ廃止条例案を提出するなどの手続きを行った。 

勤労者体育センター 

令和６年度の利用状況を分析したほか、利用者情報の収集および

実施 
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まとめを行った。施設の存廃や移設、施設の位置づけの変更も含

め、施設のあり方の検討を進めた。 

R8(2026) 

雄和地区コミュニティ類似施設 

施設の譲渡又は用途廃止する。 

勤労者体育センター 

施設の廃止を含めたあり方を決定する。 

 

取組19 公立保育所のあり方の検討 担当 子ども育成課 

取組概要 

雄和地区の３保育所（川添、新波、雄和中央）の入所児童は、利用

定員を大きく下回る状況が続いており、集団での活動を通じて社会

性等を育む場としての役割を果たすためには一定の規模を確保す

ることが必要であることから、統合を目指した取組を進める。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、３保育所の

統合方針を決定する。 

指標の状況 

３保育所の統合方針 

R7：統合方針決定 

年度別取組内容 

R5(2023) 

統合施設の新設に向けた各種調査等の実施 

統合施設の新設に向けて建築課と協議を行った。また、令和６年度

当初予算へ建設予定地の測量調査に係る費用を計上した。 

R6(2024) 

統合施設の新設に向けた各種調査等の実施 

建設予定地の測量調査を実施し、地質調査に係る概算設計を建築課

へ依頼するとともに、地質調査時に必要となる建物の基本構想をま

とめた。また、令和７年度当初予算へ地質調査に係る費用を計上し

た。 

R7(2025) 

統合方針の決定 

公共施設複合化の観点から、大規模改修を計画している雄和市民サ

ービスセンター内に保育所を整備する方針とし、議会へ説明すると

ともに、保護者や地元関係者への説明会を開催した。また、令和８

年度当初予算（雄和市民サービスセンター大規模改修事業）に保育

所整備の工事費を計上した。 

R8(2026) 

統合施設の建設 

本体工事の施工を開始するとともに、令和10年４月の開所に向け

て、雄和地域の児童を幅広く受け入れできるよう、認定こども園へ

の移行を検討する。 

実施 
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取組20(新) 
花き部（中央卸売市場）の地方卸売市

場への移行 

担当 
市場管理室 

取組概要 

同一敷地内にある花き部（中央卸売市場）と地方卸売市場について、

運営の効率化と合理化を図るため、花き部（中央卸売市場）を地方

卸売市場へ移行する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和６年４月に、花き部（中央卸

売市場）を地方卸売市場へ移行

する。 

指標の状況 

花き部の地方卸売市場移行 

R6：４月移行 

年度別取組内容 

R5(2023) 

地方卸売市場への移行準備 

地方卸売市場への移行に向け、秋田市公設地方卸売市場業務条例の

一部改正について議会で議決を得たほか、移行後の同市場に係る指

定管理者については、「あきた市場マネジメント株式会社」を指定

することとし、基本協定の一部を改正する変更協定および令和６年

度分の年度協定を締結した。また、特別会計の一本化に向け、庁内

で調整等を図った。 

R6(2024) 

地方卸売市場への移行 

令和６年４月１日付けで中央卸売市場の花き部を公設地方卸売市

場へ移行した。 

【令和６年度(2024)取組完了】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備・検討 実施 
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取組21(新) 未着手の都市計画施設の見直し 担当 都市計画課 

取組概要 

未着手の都市計画施設（道路、公園）について、必要性と実現性を

再検証し、存続・変更・廃止の方向性を決定のうえ、必要に応じて

見直しを実施する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

未着手の都市計画施設（道路、公

園）について、見直し方針を策定

し、方針に基づく見直しを実施

する。 

指標の状況 

見直し方針（案）の策定 

R5：都市計画道路策定 

R6：都市計画公園策定 

（参考） 

・都市計画道路 

 ※一部未着手路線含む 

 計画数 未着手 

R5 88路線 36路線 

R6 89路線 32路線 

R7 88路線 31路線 

・都市計画公園 

※一部未着手公園含む 

 計画数 未着手 

R5 263か所 103か所 

R6 241か所 77か所 

R7 214か所 45か所 
 

年度別取組内容 

R5(2023) 

見直し方針（案）の策定 

都市計画道路見直し方針（案）を策定した。都市計画公園見直し方

針（案）については、都市計画審議会の意見を踏まえ、パブリック

コメントを実施した。 

都市計画の見直し 

都市計画道路見直し方針（案）に基づき、廃止・変更の方針となっ

た都市計画道路の一部について、都市計画変更手続を進めた。 

R6(2024) 

見直し方針（案）の策定 

都市計画公園見直し基本方針（案）を策定した。 

都市計画の見直し 

都市計画道路、都市計画公園、それぞれの見直し方針（案）に基づ

実施 
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き、廃止・変更の方針となったものの一部について、都市計画変更

手続を進めた。 

R7(2025) 

都市計画の見直し 

上記取組を継続し、都市計画道路については、都市計画道路見直し

方針（案）による見直しがすべて完了した。 

R8(2026) 
都市計画の見直し 

都市計画公園の見直しを継続して実施する。 

 

取組22(新) 学校給食調理場の再編・整備計画の策定 担当 学事課 

取組概要 

児童生徒数の減少に伴い調理規模が縮小していくことで生じる管

理運営やアレルギー対応への非効率化を解消するため、学校給食調

理場に係る再編・整備計画を策定し、再編により調理場の規模の拡

大・合理化を図ることで、将来に渡り安定的で安全安心な学校給食

の提供を目指す。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

令和５年度中に、学校給食調理

場に係る再編・整備計画を策定

し、推進する。 

指標の状況 

計画策定状況 

R7:秋田市学校給食調理場再編

整備計画策定 

年度別取組内容 

R5(2023) 

「秋田市学校給食調理場再編・整備計画（仮称）」の策定準備 

学校給食調理場に係る課題を調査、研究し、再編・整備計画に向け

た準備を進めた。 

R6(2024) 

「秋田市学校給食調理場再編・整備計画（仮称）」の策定 

学校統廃合および校舎の大規模改修等の状況との整合を図りなが

ら、「秋田市学校給食調理場再編・整備計画（仮称）」の素案を作成

した。 

R7(2025) 

「秋田市学校給食調理場再編整備計画」の策定 

令和７年11月、秋田市学校給食調理場再編整備計画を策定した。 

計画に基づいた調理場の再編準備 

令和９年度の保戸野小、明徳小共同調理場整備等に向けた準備を開

始した。 

R8(2026) 
計画に基づいた調理場の再編準備 

継続実施 

  

実施 準備・検討 
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３ 市民満足度の向上 

(1) 行政サービスの向上 

取組23(新) 総合窓口における市民の利便性向上 担当 市民課 

取組概要 

市民課総合窓口において、混雑の緩和や、手続に関する様々な市民

ニーズに対応するため、デジタル技術を活用した手続や電子申請等

の拡充のほか、民間委託可能な業務の検討を進める。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、証明書等の

申請手続のうち、電子申請によ

る手続件数の割合を40％以上と

する。 

指標の状況 

電子申請による手続件数割合 

R5：44.5％ 

R6：44.3％ 

年度別取組内容 

R5(2023) 

来庁不要な手続の推進・拡充 

証明書のオンライン申請について、令和６年１月から住民票の除票

の写し、除籍・改製原戸籍謄抄本の交付を開始した。 

インターネットを活用した情報提供サービスの導入検討 

インターネットを活用した情報提供サービスについて調査検討を

行った。 

R6(2024) 

来庁不要な手続の推進・拡充 

繁忙期を迎えるタイミングでＳＮＳを活用し、オンライン転出届等

の来庁不要な手続きについて情報発信を行った。 

インターネットを活用した情報提供サービスの導入 

チャットボットによるインターネットを活用した情報提供サービ

スを実施した。 

R7(2025) 

来庁不要な手続の推進 

上記取組を継続した。 

民間委託等窓口体制の検討 

窓口業務の民間委託については、人件費の上昇により委託コストが

増大していることや、委託により業務のノウハウが職員の知識・経

験に蓄積されず実務の詳細を把握できなくなるという懸念がある

ほか、マイナンバーカードの普及に伴う証明書のコンビニ交付や住

民異動のオンライン申請（行かない窓口）が普及してきており、従

来民間委託を想定していた受付・入力業務の縮小が見込まれること

から、総合窓口における民間委託は実施しないこととした。 

R8(2026) 継続実施 

実施 
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取組24(新) 
河川防災ステーション（水防センター）

の活用 
担当 防災安全対策課 

取組概要 

近年多発する水害時の緊急対応を迅速に行うため、国と連携し緊急

復旧活動の拠点となる河川防災ステーション（水防センター）を整

備し、併せて市民の水防意識向上など、平常時の利用のあり方を検

討することで効果的な施設の活用を目指す。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年４月の河川防災ステー

ション（水防センター）供用開始

までに、水防拠点としての機能

以外の利用方法を決定する。 

※大綱策定時点では、供用開始

時期を令和７年度末としていた

が、建物完成が令和８年２月、各

種検査・物品の搬入が同年３月

の予定となったため、供用開始

時期が同年４月となった。 

指標の状況 

R7：水防拠点としての機能以外

（平時）の利用方法決定 

年度別取組内容 

R5(2023) 

利用方法の決定 

地質調査を実施し、想定する建物の四隅と中央部の合計５箇所で、

およそ40mの深さで支持層が確認された。国の秋田地区河川防災ス

テーション整備計画および（仮称）秋田市水防センター活用構想を

踏まえ、水防センターに関する施設計画を策定した。 

R6(2024) 

基本設計・実施設計業務委託（構造計算含む）の実施 

基本設計・実施設計を実施したほか、国など関係機関と河川防災ス

テーションの整備スケジュール等について調整を行った結果、令和

８年４月からの市民の平時利用開始が困難となり、令和９年度とな

る見込み。（令和８年４月から消防団等の有事利用開始） 

R7(2025) 

（仮称）水防センター建設工事の着手 

水防拠点としての機能以外（平時）の利用方法の検討、決定 

令和８年度からの有事利用および令和９年度からの平時の活用に

向け施設の維持管理について運用方針を決定したほか、国など関係

機関と河川防災ステーションの整備スケジュール等について引き

続き協議および調整を行った。 

R8(2026) 供用開始 

実施 
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（仮称）秋田市水防センターの有時の利用を開始する。 

 

取組25 入札・契約制度の改善 担当 契約課 

取組概要 

工事の発注に当たり、工事に着手する前に、建設資材の調達や労働

力確保のための余裕期間を設定することにより、受注者の技術者お

よび施工体制の計画的な確保を促進し、人材・資機材の効率的活用

や担い手の処遇改善に資することを目的として、余裕期間制度を導

入する。また、工事に係る業務委託の入札に、価格および価格以外

の技術的な要素等を総合的に評価し、最も評価の高い者を落札者と

する総合評価落札方式を導入する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

①令和５年度までに、余裕期間

制度を導入する。 

②令和８年度までに、総合評価

落札方式を導入する。 

指標の状況 

①余裕期間制度 

R5：導入 

年度別取組内容 

R5(2023) 

余裕期間制度の導入 

余裕期間制度について実施要綱を制定し、受注者および各事業担当

者に周知した。 

工事に係る業務委託への総合評価落札方式の検討 

工事に係る業務委託の総合評価落札方式については、評価・検査体

制について検討した後、工事検査室と協議したほか、県の実施状況

等の情報収集を行った。 

R6(2024) 

余裕期間制度の運用開始 

工事に係る業務委託への総合評価落札方式の検討 

収集した他都市の状況および県の成績評価の方法等を基に、関係課

と実施に向けた具体案の研究をした。まずは成績評定の導入可否を

検討し、導入で進めていく方針とした。 

R7(2025) 

要領等の制定 

工事に係る業務委託の総合評価落札方式について、秋田県の要領等

を参考に、要綱（案）および成績評定（案）を策定し、令和８年度

４月施行に向けた調整を行った。 

R8(2026) 工事に係る業務委託への総合評価落札方式の導入 

 

 

実施 
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取組26 ＡＥＤの有効活用に向けた取組強化 担当 消防本部救急課 

取組概要 

ＡＥＤの取扱いを含めた救命講習会を開催し、市民へ救命効果の意

識付けを行うとともに、ＡＥＤ設置施設の職員や施設利用者に対す

る設置場所の認知度向上と未設置施設への設置促進を図る。また、

各種イベント等の開催時にＡＥＤを貸出すとともに、依頼に応じて

救急救命士を派遣し、初動体制を強化する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

公衆の場で心停止となった傷病

者に対する市民のＡＥＤ使用率

（外傷によるものを除く）を、過

去の実績（平成26年度～平成29

年度の４年間の平均25％）以上

にする。 

指標の状況 

ＡＥＤ使用率（外傷によるもの

を除く） 

R5：32.1％ 

R6：24.0％ 

 

年度別取組内容 

R5(2023) 

ＡＥＤ設置促進 

消防本部ホームページおよび救命講習会等で事業所等への設置を

促進するとともに標章の交付を行った。 

ＡＥＤ貸出制度の充実・周知 

消防本部ホームページでの普及と併せて、借用申請者へ救護体制と

感染対策について説明し、イベント等へ参加する市民の安全確保に

あたった。 

ＡＥＤ操作指導と救命講習会の充実 

新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、事業所等からの講習

依頼が増加した。引き続き感染対策を徹底した上で講習会を行っ

た。なお、消防ホームページでe-ラーニングでの受講を推進した。 

戦略的な救命体制の構築 

イベント開催時における救急救命士等の派遣については、３件のイ

ベントに対し33人の救急救命士を８日間派遣し、観客等の安全を確

保した。 

R6(2024) 

ＡＥＤ設置促進 

上記取組を継続するとともに、既に標章を交付している事業所等の

従業者を対象に救命講習会を行い、ＡＥＤ使用法と設置場所の再確

認を行った。 

ＡＥＤ貸出制度の充実・周知 

上記取組を継続した。 

実施 
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ＡＥＤ操作指導と救命講習会の充実 

上記取組を継続した。 

戦略的な救命体制の構築 

イベント開催時における救急救命士等の派遣については、６件のイ

ベントに対し38人の救急救命士を10日間派遣し、観客等の安全を確

保した。 

R7(2025) 

ＡＥＤ設置促進 

上記取組を継続した。 

ＡＥＤ貸出制度の充実・周知 

上記取組を継続した。 

ＡＥＤ操作指導と救命講習会の充実 

上記取組を継続した。 

戦略的な救命体制の構築 

イベント開催時における救急救命士等の派遣については、５件のイ

ベントに対し42人の救急救命士を８日間派遣し、観客等の安全を確

保した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組27 119番出前講座実施 担当 消防本部指令課 

取組概要 

適切な通報要領や緊急時の応急処置の向上を図るため、指令課員が

講座実施場所に出向き、模擬送受話器を使用し、実際に即した通報

体験を含めた講座を実施する。また、感染症拡大防止を考慮して、

ＷＥＢ開催を併せて実施していく。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、年度内の講

座実施件数を50件にする。 

指標の状況 

119番出前講座実施件数 

R5：７件 

R6：30件 

R7：60件 

年度別取組内容 

R5(2023) 

119番出前講座の実施 

感染対策に配慮しながら、出向いて119番出前講座を開催した。ま

た、福祉施設に案内文を送付し、併せてＷＥＢによる講座の案内を

したところ、１件の申込みがあった。 

R6(2024) 119番出前講座の実施 

実施 
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市内の宿泊施設の従業員に対して119番出前講座を開催した。 

R7(2025) 
119番出前講座の実施 

市内の高齢者団体や福祉施設等で119番出前講座を開催した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組28(新) 道路除排雪に関する効果的な情報発信 担当 道路維持課 

取組概要 

道路除雪車両運行管理システムの改良やＬＩＮＥ等を活用し、市民

に対しより分かりやすく効果的な道路除排雪の作業情報および除

雪マナー等に関する情報発信を行う。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

町内会へのアンケートにおけ

る、情報発信に関する満足度を

前年度よりも向上させる。 

※R5年度より、アンケート調査

の実施対象を町内会からＬＩＮＥ

登録者へ変更。 

※R6年度にアンケート項目を一

部見直し、除雪作業車両追跡マ

ップによる情報提供については

調査項目としなかった。 

指標の状況 

アンケートにより「役に立った」

と回答いただいた割合 

・除雪作業車両追跡ＭＡＰによ  

る情報提供 

R5：80％ 

・ＬＩＮＥを活用した情報提供 

R5：84％ 

R6：73％ 

年度別取組内容 

R5(2023) 

道路除排雪に関する効果的な情報発信 

道路除排雪作業の実施状況について、これまでＬＩＮＥによる定期

的な一斉配信としていたが、今冬から応答型の配信機能も追加し

た。また、市民からの要望受付機能も追加することにより、サービ

スを充実させた。 

R6(2024) 

道路除排雪に関する効果的な情報発信 

道路除排雪作業の実施状況について、これまでの「道路除排雪 

ＬＩＮＥ」から「秋田市公式ＬＩＮＥ」に移行し、市民の方が利用

しやすいようにサービスを集約した。 

R7(2025) 

道路除排雪に関する効果的な情報発信 

道路除排雪作業の実施状況について、秋田市公式ＬＩＮＥを用いて

市民へ情報提供を行った。除雪に関してのマナーについて新たにチ

ラシを作成しホームページで周知を行った。 

R8(2026) 継続実施 

実施 
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(2) 行政サービスのデジタル化 

取組29 電子申請可能な行政手続の拡充 担当 デジタル化推進本部 

取組概要 

市役所に来なくても各種行政手続が可能となる「デジタル市役所」

の実現を目指し、市民ニーズや他都市の状況を踏まえ、電子申請可

能な行政手続の拡充を図る。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和６年度までに、全行政手続

のうち電子申請による手続件数

の割合を30％以上とする。 

指標の状況 

電子申請による手続件数割合 

R5：21.1％ 

R6：22.6％ 

年度別取組内容 

R5(2023) 

電子申請可能な行政手続の拡充 

「行政手続のオンライン化等にかかる詳細調査について（依頼）」

により、手続のオンライン化の進捗状況にかかる実態把握を行っ

た。また、電子申請・届出サービスシステムの操作研修について、

積極的な受講を促したほか、業務担当課へのヒアリング等の情報収

集や、新たに電子化する手続について、担当課へのサポートを実施

した。 

R6(2024) 

電子申請可能な行政手続の拡充 

手続きのオンライン化の進捗状況にかかる実態把握を行ったほか、

今年度以降のオンライン化の方針について全庁に展開した。また、

これまで秋田県と共同利用していた「電子申請・届出サービス」が、

県の契約変更により12月から「スマート申請」に切り替えとなった

ことから、移行に関する集合研修の開催や個別相談への対応等のサ

ポートや各課所室のフォーム移行の進捗管理を行ったほか、新電子

申請システムの利用者向け周知を実施した。 

R7(2025) 

電子申請可能な行政手続の拡充 

上記取組を継続したほか、利用者の利便性向上を目的として、Eメ

ールで受け付けている手続のフォーム形式への切替えを推進する

とともに、各課所室における効果的な利用者向け周知方法を全庁に

展開した。 

R8(2026) 継続実施 

 

 

 

実施 



Ⅰ公共サービスの改革－３市民満足度の向上 
 

46 

 

取組30 
マイナンバーカードの普及促進とマイ

ナポータルやマイキー等の活用 
担当 情報統計課 

取組概要 

マイナンバーカードの申請サポートやＰＲ等により、マイナンバー

カードの市民への更なる普及促進を図るとともに、マイナポータル
9やマイキー10等の活用に向け、庁内の推進体制を整えて、マイナン

バーカードを活用した利便性の高い行政サービスの拡充を目指す。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

国の目標に準拠し、マイナンバ

ーカードの普及率を100％とす

る。 

※令和５年７月以降、累計の交

付枚数から現に保有されている

カードの枚数へ公表値を変更。 

指標の状況 

人口に対する保有枚数率 

R5：78.0％（234,402枚） 

R6：82.9％（246,546枚） 

年度別取組内容 

R5(2023) 

カード申請サポート・出張受付実施 

高齢者施設、大学など庁舎外で出張申請サポートを実施したほか、

市民の座に窓口を臨時増設し、申請サポートや交付を実施した。 

カード普及促進 

市のホームページ等を利用した、マイナンバー制度やマイナンバー

カードの安全性の正しい情報を発信した。 

マイナポータルやマイキーを活用した取組の推進 

マイナポータルからオンライン申請を行える行政手続の拡充や、マ

イキーを活用した自治体マイナポイントの利用、その他マイナンバ

ーカードを活用した住民サービスを各関係課所室と連携して推進

するため、庁内の情報共有や支援を行った。 

R6(2024) 

カード申請サポート・出張受付実施 

上記取組を継続したほか、国民健康保険等の加入者に対するマイナ

保険証登録手続の支援活動を実施した。 

カード普及促進 

上記取組を継続したほか、市民向けマイナンバー制度出前講座によ

る情報発信を実施した。 

                                                                             
9 マイナポータル 
  政府が運営するオンラインサービスのことで、子育てワンストップサービスの利用や、行政機関か

らのお知らせの確認などができる。 
10 マイキー 
 マイナンバーカードに搭載されている民間活用可能な電子証明書とＩＣチップの空き領域のこと。 

実施 
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マイナポータルやマイキーを活用した取組の推進 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

カード申請サポート・出張受付実施 

上記取組を継続した。 

カード普及促進 

上記取組を継続したほか、出前講座の開催要望が減少している状況

を踏まえ、来年度以降は出前講座を開催しないこととした。 

マイナポータルやマイキーを活用した取組の推進 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組31(新) デジタルデバイド対策の推進 担当 デジタル化推進本部 

取組概要 

デジタルデバイド11により、電子申請の拡充等の恩恵に浴せない市

民がいる状況を踏まえ、スマートフォン相談窓口およびスマホ教室

の開催等を通じてデジタルデバイド対策の推進を図るとともに、市

民が情報を入手しやすいプラットフォームの構築を目指す。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和５年度から７年度までの３

年間で、スマホ教室等について、

165コマ開催する。 

指標の状況 

開催コマ数 

計1,382コマ 

R5：657コマ 

R6：725コマ 

年度別取組内容 

R5(2023) 

デジタルデバイド解消のための面的支援の展開 

次に掲げる取組を進めるとともに、取組間の連携、フォローアップ

を通じて、デジタルデバイド解消のための面的な支援を展開した。 

・スマートフォン相談窓口の設置 

アルヴェおよび市役所本庁舎に常設の相談窓口を開設した。 

・出前講座の実施 

市民からの要請に応じ、コミュニティセンター等で出前講座を実

施した。 

・スマートフォン教室の開催 

                                                                             
11 デジタルデバイド 

インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格

差のこと。 

実施 
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国の制度を活用したほか、民間事業者との協力による市独自のス

マートフォン教室を実施した。 

R6(2024) 
デジタルデバイド解消のための面的支援の展開 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 
デジタルデバイド解消のための面的支援の展開 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組32(新) 
ＳＮＳやＡＩを活用した災害情報の集

約および効果的な情報の提供 
担当 防災安全対策課 

取組概要 

災害時に、市民からのスマートフォンアプリ（ＬＩＮＥ等）を使用

した位置情報を含む写真等の投稿を受け、ＡＩ12を活用して地図ア

プリに反映させることで、市および市民が災害状況を同時に確認す

ることを可能とする。また、電話等で市に寄せられる情報について

も、市職員等が同様の方法で地図アプリへ反映させることで、効果

的かつ効率的に災害の現状等を把握する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和５年度までに、庁内におけ

るＬＩＮＥ等を活用した情報共

有と災害対策本部室での情報整

理を開始する。 

指標の状況 

庁内情報共有と情報整理 

R5：開始 

年度別取組内容 

R5(2023) 

調査およびＬＩＮＥＷＯＲＫＳの活用 

他都市におけるＡＩシステムの導入状況について調査を行った。ま

た、災害発生時に庁内におけるＬＩＮＥＷＯＲＫＳを活用した情報

共有を行った。 

R6(2024) 

調査およびＬＩＮＥＷＯＲＫＳの活用 

他都市で活用事例のあるＡＩを活用した情報集約・配信システムの

無料トライアルに参加したほか、導入可能システムについて調査を

行った。また、ＬＩＮＥＷＯＲＫＳを活用し、庁内で災害発生時に

おける被害状況等の情報共有を行ったほか、秋田市総合防災訓練に

おいても使用した。 

市民への情報提供 

                                                                             
12 ＡＩ 

Artificial Intelligence の略で、人工知能のこと。 

実施 
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現状、災害情報を収集し、ＡＩによる整理を行うシステムはあるも

のの、同システムで市民への情報提供までを行える機能がないこと

から、民間企業等のシステム開発の状況を注視していく。 

R7(2025) 
調査およびＬＩＮＥＷＯＲＫＳの活用 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組33 オープンデータの推進 担当 デジタル化推進本部 

取組概要 
オープンデータ13について、市政の透明性・信頼性の確保や市民協

働の取組を推進するため、随時、２次利用可能な形で提供していく。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、オープンデ

ータがアプリ開発などに２次利

用された事例を４件とする。 

指標の状況 

オープンデータ２次利用事例数 

計４件 

R5：１件 

R6：３件 

年度別取組内容 

R5(2023) 

オープンデータの掘り起こし・更新 

市民協働の視点を取り入れながら、オープンデータ活用の意義や活

用事例に触れ、秋田市や行政等のデータを活用した取組にチャレン

ジしやすい環境の構築を目指し、８月に「オープンデータ活用勉強

会」を開催した。また、民間事業者等との意見交換を行う「オープ

ンデータ意見交換会（官民データラウンドテーブル）」を11月に開

催し、提案のあったおむつ交換台のデータについては、「子育てに

やさしい施設」の公共施設データをオープンデータ化した。 

R6(2024) 

オープンデータの掘り起こし・更新 

継続して「オープンデータ活用勉強会」や「オープンデータ意見交

換会」を開催したほか、今後の事業展開の参考とするため、中核市

を対象に「オープンデータ活用推進における状況調査」を実施した。

また、オープンデータへの意見・要望収集および２次利用の報告促

進のためホームページ改修を行った。  

R7(2025) オープンデータの掘り起こし・更新 

                                                                             
13 オープンデータ 
  行政が保有するデータのうち、営利・非営利を問わず二次利用可能なルールが適用され、機械判読

に適しており、無償で利用できる形で公開されたデータのこと。 

実施 
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新規のオープンデータ化への支援および民間事業者・団体、関係課

との調整を行うなどし、二次利用に繋げたほか、オープンデータの

さらなる利用促進に向け、市民に周知を行うとともに、機械判読に

適したデータの作成に関する庁内研修を実施した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組34 中小企業関係等申請窓口のあり方の検討 担当 商工貿易振興課 

取組概要 

中心市街地等空き店舗対策事業などの各種支援策や融資あっせん

制度などについて、申請者の利便性と行政サービスを向上するた

め、補助金の申請や、金融機関との書類のやりとり等について、デ

ジタル化への対応に向けた調査・研究を行い、電子申請等のデジタ

ル技術導入を検討する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

  
  

成果指標 

令和８年度までに、中小企業支

援業務に電子申請等のデジタル

技術を導入する。 

指標の状況 

準備・検討 

年度別取組内容 

R5(2023) 

検討および協議 

補助金の申請や金融機関との書類のやりとり等について、デジタル

化への対応に向けた調査・研究を行った。そのうち、融資あっせん

について、秋田県信用保証協会では各金融機関との書類のやりとり

をデジタル化するための共有サーバーを導入しており、保証協会お

よび各金融機関と、同サーバーを活用することについて、課題や実

現可能性等を協議した。また、セーフティネット保証の認定につい

て、国が運用するシステムを活用し、電子申請の受付を開始すると

ともに、セーフティネット保証の認定以外にも活用できるよう、運

用会社に要望した。 

R6(2024) 

検討および協議 

上記取組を継続したほか、国の臨時交付金を活用し一時的に実施し

た補助事業について、秋田市電子申請システムや秋田市スマート申

請を活用し、電子申請の受付を行った。 

R7(2025) 

手法の決定 

一部の補助金の申請や相談会の申込みについて、秋田市スマート申

請による電子受付を行ったが、融資あっせんについては、各金融機

関の個人情報規定により同申請システムが利用できないことが判

準備・検討 実施 
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明した。また、秋田県信用保証協会と各金融機関間で導入している

電子申請システムの本市への導入については、費用対効果が得られ

ないことから見送ることとした。今後は、本市の行政手続きのオン

ライン化等の方針に基づき、スマート申請等のオンラインフォーム

形式への移行を進めることとし、電子化していない補助金申請や届

出等について、可能なものから随時導入・移行を進めていく。 

R8(2026) デジタル技術の導入 

 

取組35(新) 図書館における電子書籍の拡充 担当 中央図書館明徳館 

取組概要 

読書のバリアフリー化を推進する取組のひとつとして、これまで提

供してきた図書の検索・予約サービスに加え、図書館に来館しなく

ても、いつでも貸出し・返却ができる電子書籍のサービスを図書館

システムで提供する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

前年度を上回る電子書籍を提供

する。 

指標の状況 

電子書籍点数 

R5：4,844点 

R6：5,088点 

年度別取組内容 

R5(2023) 
システムの利用契約、電子書籍の選書・発注・提供 

令和６年１月31日から電子書籍の提供を開始した。 

R6(2024) 

電子書籍の拡充 

電子書籍の選書・発注・提供および周知活動を実施し、電子書籍の

拡充を行った。 

R7(2025) 

電子書籍の拡充 

上記取組を継続したほか、電子書籍ユーザーを対象とした「電子書

籍貸出サービスの利用に関するアンケート」を実施した。 

R8(2026) 継続実施 

  

実施 
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４ 受益と負担の適正化 

(1) 受益と負担の適正化 

取組36(新) 受益と負担の適正化 担当 総務課 

取組概要 

本市が提供する行政サービスの利用に係る受益と負担の適正化を

一層推進するため、定期的にサービスに要する費用等を把握し、社

会経済情勢を勘案しながら、施設使用料や事務手数料の見直しを検

討する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

サービスに要する費用等を把握

し、使用料等の見直しを検討す

る。 

指標の状況 

継続実施 

（参考） 

R6：使用料等料金改定 

年度別取組内容 

R5(2023) 

行政サービスにおけるコストの把握 

行政サービスに要するコストを基にした料金を算出し、民間施設や

他自治体の料金水準等も踏まえ、各公共施設において使用料等を検

討した。また、社会経済情勢等を勘案し、後年度に取組予定であっ

た見直し対象施設についても前倒しで検討し、使用料等の見直しを

行った。 

R6(2024) 

新料金の適用 

令和６年４月１日に 352 施設の使用料等を改定した。 

行政サービスにおけるコストの把握 

今後の施設使用料等の見直しを検討する際の基礎資料として活用

するため、公共施設のコスト調査を行った。 

新料金適用後の施設等の利用状況の分析 

料金改定後の利用状況等について調査・分析を実施した。 

R7(2025) 

行政サービスにおけるコストの把握 

上記取組を継続した。 

新料金適用後の施設等の利用状況の分析 

上記取組を継続した。 

料金水準の検討 

把握したコストによる計算上の使用料等と近隣の民間施設、公共施

設などの料金水準等を比較し、適切な料金水準の設定について調

査・分析等の検討を行った。 

R8(2026) 継続実施 

実施 
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Ⅱ 財政運営の改革 

１ 財政基盤の確立 

(1) 中・長期財政見通しに基づく財政運営の推進 

取組37 
中・長期財政見通しの活用による財政

運営の健全性の確保 
担当 財政課 

取組概要 

当初予算をベースに、今後予定されている制度改正や大規模事業お

よび公共施設等総合管理計画で想定される公共施設の改修に係る

経費等を見込んだ中・長期財政見通しを毎年作成し、次年度以降の

予算フレームとして活用する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

主要２基金（財政調整基金14およ

び減債基金15）の残高について、

毎年度一般会計予算規模の５％

程度を維持する。 

指標の状況 

一般会計予算規模に対する主要

２基金残高の割合 

R5:3.0％（２基金残高4,164,116

千円、予算規模141,070,000千

円） 

R6:1.9％（２基金残高2,737,962

千円、予算規模143,990,000千

円） 

年度別取組内容 

R5(2023) 

予算フレームへの反映 

中・長期財政見通しを次年度以降の予算フレームとして活用し、将

来にわたり安定的で持続可能な財政運営を確保した。 

中・長期財政見通しの見直しおよび公表 

現行の税財政制度および社会保障制度によることを基本としつつ、

今後予定されている制度改正等を可能な限り反映させた、中・長期

財政見通しを作成・公表し、財政運営の健全性を確保するための指

針として活用するとともに、市民に対する財政状況の情報提供手段

の一つとした。 

R6(2024) 
予算フレームへの反映 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 予算フレームへの反映 

                                                                             
14 財政調整基金 

地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するための基金のこと。 
15 減債基金 

地方債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる目的で設けられる基金のこと。 

実施 
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上記取組を継続した。 

中・長期財政見通しの見直しおよび公表 

令和７年度予算を骨格予算として編成したことから、７年６月補正

予算（肉付け予算）後の予算をベースとした、中・長期財政見通し

を作成・公表したほか、８年度当初予算編成後、当初予算をベース

とした中・長期財政見通しを作成・公表した。 

R8(2026) 

予算フレームへの反映 

継続実施 

中・長期財政見通しの見直しおよび公表 

９年度当初予算編成後、当初予算をベースとした中・長期財政見通

しを作成・公表する。 

 

取組38 市債残高の抑制 担当 財政課 

取組概要 

事業の年度間調整等により市債充当の平準化や新規発行の抑制に

努めるとともに、各年度における市債の発行額を元金償還額を超え

ない範囲にするなど、市債残高を抑制する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度末の市債残高を 

1,458億円以下に抑制する。 

指標の状況 

年度末市債残高 

（参考） 

R5：1,448億円 

R6：1,444億円 

年度別取組内容 

R5(2023) 

市債残高の抑制 

令和６年度当初予算編成において、事業の年度間調整等による市債

充当の平準化や新規発行を抑制するとともに、市債の発行額が元金

償還額を超えない範囲にするなど、市債残高を抑制した。 

R6(2024) 

市債残高の抑制 

上記取組を継続したほか、令和７年度は発行がない臨時財政対策債

を除いた市債を当初予算比較で前年度以下とするなど、市債残高の

抑制に努めた。 

R7(2025) 

市債残高の抑制 

令和８年度当初予算編成において、事業の年度間調整等による市債

充当の平準化や新規発行の抑制を図るとともに、市債の発行額が元

金償還額を超えない範囲とするなど、市債残高を抑制した。 

実施 
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R8(2026) 継続実施 

 

取組39(新) 減債基金の積立て 担当 財政課 

取組概要 

減債基金の残高が減少しており、今後も投資的経費16に伴う市債発

行が見込まれるほか、公債費も横ばいで推移すると見込んでいるこ

とから、基金の残高や今後の市債発行に伴う償還を勘案し、市債の

償還に必要な財源を確保する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、18億円積立

てる。 

指標の状況 

積立額 

R5：積立てなし 

R6：積立てなし 

（参考） 

年度末残高 

R5：1,209,198千円 

R6：1,082,246千円 

年度別取組内容 

R5(2023) 

基金の積立て 

令和５年度は、収支状況を踏まえ、任意の積立は見送ったが、令和

８年度までに累計で18億円の積立てを実施する。 

R6(2024) 

基金の積立て 

国から交付された後年度の臨時財政対策債償還分５億円を積み立

てたが、任意の積立は見送った。 

R7(2025) 

基金の積立て 

国から交付された後年度の臨時財政対策債償還分約２億７千万円

を積み立てたが、任意の積立は見送った。 

R8(2026) 
基金の積立て 

市債の償還に必要な財源を確保するため、積立てを実施する。 

 

  

                                                                             
16 投資的経費 

公共施設などを建設し資本形成に資するための経費のこと。 

実施 
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(2) 特定目的基金の見直し 

取組40 特定目的基金の積立て 担当 財政課ほか基金所管課 

取組概要 
特定目的基金17の残高や今後の事業計画の見込みなどを勘案し、設

置目的に応じた必要額の確保等を図る。 

特定目的基金名 
令和5～令和8年度 

の累計積立額 
概要 

公立大学法人支援基金 ４億円 大学施設の修繕等のため 

地域振興基金 ３億円 保健福祉活動事業等のため 

公共施設等整備基金 14億円 公共施設等の改修等のため 

公共交通活性化基金 ５億円 公共交通の利便性向上事業等のため 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、上記の積立

てを実施する。 

指標の状況 

積立額 

R5：積立てなし 

R6：積立てなし 

年度別取組内容 

R5(2023) 

公立大学法人支援基金、地域振興基金、公共施設等整備基金、公 

 共交通活性化基金 

令和５年度は、収支状況を踏まえ、当該基金への積立てを見送った

が、令和８年度までに上記の積立てを実施する。 

R6(2024) 

公立大学法人支援基金、地域振興基金、公共施設等整備基金、公 

 共交通活性化基金 

令和６年度は、収支状況を踏まえ、当該基金への積立てを見送っ

た。なお、地域振興基金において、「千秋公園さくらファンド」お

よび「千秋公園の桜を守るためのクラウドファンディング型ふる

さと納税」による寄附金の一部を積立てた。 

R7(2025) 

公立大学法人支援基金、地域振興基金、公共施設等整備基金、公 

共交通活性化基金 

令和７年度は、収支状況を踏まえ、当該基金への積立てを見送っ

た。なお、地域振興基金において、「千秋公園さくらファンド」に

よる寄附金を積立てた。 

R8(2026) 公立大学法人支援基金、地域振興基金、公共施設等整備基金、公 

                                                                             
17 特定目的基金 

特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置される基金のこと。 

実施 
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共交通活性化基金 

特定目的基金の残高や今後の事業計画の見込みなどを勘案し、設

置目的に応じた必要額の確保のため、積立てを行う。 
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(3) 市出資団体の経営の健全化 

取組41 市出資団体の経営の健全化 担当 総務課ほか市出資団体所管課 

取組概要 
市が出資する公社・第三セクターについて、それぞれの課題を把握

し、必要に応じて経営の健全化に向けた具体策を順次実施する。 

対象団体 所管課 

（公財）秋田市総合振興公社 総務課 

（一財）秋田市勤労者福祉振興協会 企業立地雇用課 

（公財）秋田観光コンベンション協会 観光振興課 

（一財）秋田市駐車場公社 都市総務課 

河辺地域振興（株） 観光振興課 

（株）雄和振興公社 観光振興課 

太平山観光開発（株） 建設総務課 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

債務超過団体を０にする。 指標の状況 

債務超過団体数 

R5：２団体 

R6：２団体 

年度別取組内容 

R5(2023) 

課題把握・経営健全化 

前年度の財政状況、事業報告書を確認するとともに、ヒアリングや

実地調査を通じて各団体の課題を把握し、自主的な経営改善を促進

した。 

R6(2024) 
課題把握・経営健全化 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

課題把握・経営健全化 

上記取組を継続したほか、債務超過団体については、当該団体が作

成する経営改善計画案に関する検討および助言等を行うため経営

改善検討会議を開催した。 

R8(2026) 継続実施 

  

実施 
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２ 歳入の確保 

(1) 新規財源の開拓 

取組42－① 新規財源の開拓 担当 財政課 

取組概要 

広告料や貸付料をはじめとした新規財源をさらに開拓するため、

「新規財源検討連絡協議会」において検討を重ねながら、他都市の

先進事例や民間の発想を取り入れるなど、新たな視点のもとで財源

確保に向けた取組を進める。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

広告料収入等の新規財源および

ふるさと納税について、前年度

を上回る収入額を確保する。 

指標の状況 

広告料等の新規財源 

R4：95,724千円 

R5：88,470千円 

R6：89,465千円 

ふるさと納税 

R4：  339,851千円 

R5：  346,474千円 

R6：2,138,682千円 

年度別取組内容 

R5(2023) 

民間からの企画提案の募集、職員提案等の活用 

職員から提案のあった広告募集媒体のパッケージ化を採用し、発行

部数が少ない広告媒体を組み合わせる募集を開始したほか、広告

料、貸付料の対象拡大、その他新規財源導入に向けた検討を継続し

て行った。 

R6(2024) 

民間からの企画提案の募集、職員提案等の活用 

広告募集媒体のパッケージ化による募集を引き続き実施したほか、

印刷物等への広告掲載および広告事業等の企画提案の募集に際し、

市内事業者へ周知を図った。また、ネーミングライツ導入対象施設

の拡大に向け、市有施設の情報整理および導入対象施設の選定を行

った。 

ふるさと納税の推進 

ポータルサイトの管理・運営等を委託する中間事業者を変更するこ

とにより、寄附者のニーズにあった返礼品の迅速な配送を可能とし

たほか、ホームページ上で高レビューを獲得することで検索結果も

上位に表示されたことなどにより、寄附受入の増を図った。 

R7(2025) 

民間からの企画提案の募集、職員提案等の活用 

上記取組を継続したほか、職員提案があったイベントへのネーミン

グライツについては、他自治体で新たな実績がないため、本市で実

実施 
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施する場合の手法などについて、引き続き検討することとした。 

ふるさと納税の推進 

需要の高いトイレットペーパー等の日用品について、定期便や少量

品、セット商品などの豊富なオリジナルラインナップを充実させる

とともに、他自治体より短い配送期間を可能としたほか、効果的な

広告に努め、寄附受入の増を図った。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組42－② 新規財源の開拓（宿泊税の導入） 担当 観光振興課・市民税課 

取組概要 

本市の持つ観光資源や歴史・文化などの魅力を高め、受け入れ環境

の整備をはじめとした観光振興施策に要する費用に充てることを

目的とした宿泊税の導入について検討する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度を目途に、宿泊税の

導入を検討する。 

指標の状況 

宿泊税導入検討状況 

R6：検討終了 

※当面は個別計画の策定を優先

し、宿泊税の導入については、

計画策定後に社会情勢等を見極

めながら検討することとした。 

年度別取組内容 

R5(2023) 現況調査、スケジュールの精査 

R6(2024) 

先行自治体調査、庁内検討、外部検討会の実施 

宿泊事業者を対象としたアンケート調査を実施したほか、「秋田市

宿泊税検討委員会」を設置し、７月から１月までの間、計５回開催

し、宿泊税についての検討を行い、報告書としてまとめた。 

検討委員会等からは様々な課題が指摘されたほか、本市を取り巻く

状況の変化から観光振興マスタープランなどの個別計画の策定が

必要と考えられることから、当面は計画の策定を優先し、宿泊税の

導入については、計画策定後に社会情勢等を見極めながら検討する

こととした。 

【令和６年度(2024)取組終了】 

 

  

実施 
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取組43 
ガバメントクラウドファンディング・

企業版ふるさと納税の推進 
担当 

人口減少・移住定

住対策課 

取組概要 

実施事業を具体的に示して寄附を募る取組として、ガバメントクラ

ウドファンディング18（ＧＣＦ）のほか、企業版ふるさと納税19を推

進し、新規財源の開拓に努める。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度まで４年間の寄附総

額580万円を確保する。 

指標の状況 

寄付額 

計16,199万円 

・ＧＣＦ 

R5：   －万円 

R6： 3,049万円 

・企業版ふるさと納税 

R5：11,810万円 

R6： 1,340万円 

年度別取組内容 

R5(2023) 

実施事業の決定・寄附募集・ＰＲ 

新規財源の確保に向け、企業版ふるさと納税の積極的な活用を庁内

に依頼した。また、クラウドファンディング型ふるさと納税活用事

業（商工貿易振興課）により、実施プロジェクトの公募を行った。 

R6(2024) 

実施事業の決定・寄附募集・ＰＲ 

大森山動物園、佐竹史料館、公園課においてクラウドファンディン

グ型ふるさと納税による寄附募集を実施し、３つのプロジェクトに

ついて寄附目標額を達成した。 

企業版ふるさと納税による寄附については、寄附見込企業に対する

寄附訴求活動を業務委託し、過去本市に寄附実績の無かった企業か

らの寄附に繋げた。 

R7(2025) 実施事業の決定・寄附募集・ＰＲ 

                                                                             
18 ガバメントクラウドファンディング 

地方自治体や政府が、インターネット上で実施事業やプロジェクトを具体的に示し、共感した人

から寄附を募る仕組みのこと。 
19 企業版ふるさと納税 

地方公共団体に対する寄附金のことで、国が認定した地域再生計画に位置付けられる地方公共団

体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に法人関係税から税額控除される制

度のこと。 

 

実施 
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園芸振興センター、佐竹史料館、公園課においてクラウドファンデ

ィング型ふるさと納税による寄附募集を実施し、園芸振興センター

のプロジェクトについて寄附目標額を達成した。 

企業版ふるさと納税による寄附については、上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 
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(2) 適正な債権管理と未収金の解消 

取組44 滞納整理の推進 担当 特別滞納整理課 

取組概要 

市が所管する債権の管理について、適切かつ効率的な徴収につなが

る指導・助言、体制強化の側面支援、未収金対策連絡協議会幹事会

の開催による情報共有を行うことにより、滞納整理の推進を図る。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

前年度を下回る収入未済額（国・

県支出金等除く） 

指標の状況 

収入未済額 

R4：5,104,064千円 

R5：4,846,287千円 

R6：4,774,161千円 

年度別取組内容 

R5(2023) 

債権管理に関する指導・助言体制の強化 

未収金対策連絡協議会で第４期滞納整理計画を策定した。また、第

４期滞納整理計画の各債権所管課所室に令和５年度の決算見込額

のほか、削減目標未達成時の対策等を照会した。 

R6(2024) 

債権管理に関する指導・助言体制の強化 

第４期滞納整理計画の各債権所管課所室に令和６年度の決算見込

額のほか、削減目標未達成時の対策等を照会した。 

R7(2025) 
債権管理に関する指導・助言体制の強化 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組45 市税等の収入率向上 担当 納税課ほか 

取組概要 

税等の滞納を未然に防止するほか、納付指導や滞納処分により滞納

整理の強化を図り、未収金の解消と収入率の向上を図る。 

 

名称 R4年度

収入率 

R5年度

収入率 

R6年度

収入率 

市税（納税課） 99.3％ 99.2％ 99.3％ 

国民健康保険税（国保年金課） 91.9％ 92.3％ 92.3％ 

後期高齢者医療保険料（後期高齢医療課） 99.4％ 99.5％ 99.4％ 

生活保護費返還金（保護第一課・第二課） 69.8％ 63.0％ 57.9％ 

生活保護費徴収金（保護第一課・第二課） 11.0％ 11.4％ 3.4％ 

介護保険料（介護保険課） 99.2％ 99.2％ 99.3％ 

私立保育所保護者負担金（子ども育成課） 99.7％ 99.5％ 99.8％ 

実施 
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公立保育所保護者負担金（子ども育成課） 100％ 100％ 100％ 

公営住宅使用料（住宅政策課） 96.6％ 95.9％ 96.9％ 

水道料金・下水道使用料等（お客様セン

ター） 

99.5％ 99.6％ 99.6％ 

 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 
前年度を上回る収入率（現年度） 指標の状況 

収入率は上記のとおり 

年度別取組内容 

R5(2023) 

滞納の未然防止と滞納整理の強化 

文書や電話による集中的な催告や休日窓口相談を行うとともに、高

額滞納事案については早期折衝・早期滞納処分を実施するなど、適

切な債権管理を進め、未収金の解消等を図った。また、納期内納付

推進のため口座振替の加入促進を図ったほか、納付機会の拡充と納

付環境の整備として「Ｗｅｂ口座振替受付サービス」「クレジット

カード納付」の周知・運用を行った。 

R6(2024) 
滞納の未然防止と滞納整理の強化 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

滞納の未然防止と滞納整理の強化 

上記取組を継続したほか、市税においては、相続放棄等により相続

人不存在の状態の資産を換価し滞納整理を行う「相続財産清算人の

制度」の運用や「現年高額アラート」として、概ね10万円以上の現

年高額対象者の滞納整理に加え、生命保険契約の解約返戻金や国税

還付金の差押の強化に取り組んだ。 

R8(2026) 継続実施 

 

  

実施 
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(3) 財産の適正管理と有効活用 

取組46 未利用資産の売却 担当 財産管理活用課 

取組概要 

未利用資産の一般競争入札による売払いを促進し、歳入の確保を図

る。また、入札参加者の増加による競争性を確保するため、周知方

法の多様化を検討する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

各年度31,980千円の売払い収入

を確保する。 

指標の状況 

売払い収入 

R5：71,701千円 

R6：37,031千円 

年度別取組内容 

R5(2023) 

一般競争入札による売却 

毎月定期的に一般競争入札を実施することで、入札参加者に意識付

けを行った。また、ＰＲ方法を工夫し、複数の入札参加者を募るこ

とにより、さらなる歳入の増加を図った。 

R6(2024) 

一般競争入札による売却 

上記取組を継続したほか、建物解体条件付一般競争入札を実施する

など、未利用資産の迅速な利活用とコスト縮減により、歳入の増加

を図った。 

R7(2025) 

一般競争入札による売却 

上記取組を継続したものの、継続的に行ってきた市有地の売払につ

いては、入札物件数減少のため、歳入確保が厳しくなってきている。 

R8(2026) 継続実施 

  

実施 
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取組47 基金の効率的な運用 担当 会計課 

取組概要 

本市の中・長期財政見通しにおいて、基金残高の減少が見込まれる

状況にあることから、秋田市資金管理方針に基づき、安全性、流動

性、効率性の確保を原則としつつ、長期債券による運用など、効率

的な基金の運用を検討・実施し、運用収入を確保する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

効率的に基金を運用する。 指標の状況 

継続実施 

（参考） 

基金運用収入 

R5： 8,434千円 

R6：15,627千円 

年度別取組内容 

R5(2023) 

運用収入の確保 

支払準備金残高および市場金利の動向を注視しながら効率的な基

金の運用を検討・実施し、運用収入を確保した。 

R6(2024) 
運用収入の確保 

上記取組を継続したほか、新たに長期債券を２億円購入した。 

R7(2025) 

運用収入の確保 

上記取組を継続したほか、新たに長期債券を２億円購入したもの

の、基金総額が減少している状況にあり、長期債券の購入やそのタ

イミング等は今まで以上に慎重に判断する必要がある状況となっ

てきている。 

R8(2026) 継続実施 

  

実施 
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３ 歳出の見直し 

(1) 公共施設等に係るコスト縮減 

取組48 事前協議による公共工事のコスト縮減 担当 工事検査室 

取組概要 

秋田市公共工事コスト縮減要綱に該当する事業を対象に、予算要求

段階において基本設計（原案）の内容や概算工事費等を確認する事

前協議を行い、コスト縮減に係るノウハウの蓄積と意識の定着を図

ることで、本市が発注する工事におけるコスト縮減を推進する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

事前協議における毎年度のコス

ト縮減率が1.5％を超えないよ

うにする。 

指標の状況 

事前協議におけるコスト縮減率 

（参考：対象件数） 

R5：0.0％（46件） 

R6：0.0％（53件) 

R7：0.0％（25件) 

年度別取組内容 

R5(2023) 

事前協議の実施 

事業担当課作成の基本計画（原案）と事業計画段階での検討事項シ

ートを確認のうえ、概算工事費に基づく予算要求資料について協議

し、コスト縮減の観点から指導・助言を行った。また、事業担当課

は、協議結果を踏まえ、予算要求資料等の見直しを行った。 

コスト縮減項目の反映 

事業担当課が、コスト縮減に係るノウハウを蓄積し、コスト縮減項

目を他の事業計画にも反映させることで、事業計画段階での概算工

事費の精度の改善を図った。 

R6(2024) 

事前協議の実施 

上記取組を継続した。 

コスト縮減項目の反映 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

事前協議の実施 

上記取組を継続した。 

コスト縮減項目の反映 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

 

  

実施 
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取組49(新) 
再生可能エネルギー活用による電力コ

スト抑制とグリーン化 
担当 環境総務課ほか 

取組概要 

市有施設で使用する電力について、以下の取組を実施することで料

金の上昇抑制や温室効果ガスの削減を図る。 

①現在、売却先を特定せずに売電している総合環境センターの余剰

電力について、令和６年度までに、民間の発電小売事業者を通じ

て市有施設に特定して売電する。 

②国の脱炭素先行地域に採択された秋田市汚泥再生処理センター

について、令和８年度までに、国の支援を受けて新たに設置する

太陽光発電施設のほか、秋田県が設置する発電施設からの電力供

給を受ける。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

上記の取組前と比較し、電気料

金の抑制とＣＯ２排出量の削減

効果を得る。 

指標の状況 

電気料金 

R4：18億3,359万円 

R5：18億1,483万円 

R6：18億5,805万円 

CO2排出量   

R4：27,206t-CO2 

R5：26,120t-CO2 

R6：21,923t-CO2 

年度別取組内容 

R5(2023) 

総合環境センターの余剰電力の活用 

昨今の電気料金の高騰を踏まえ、入札による売電が有利であると判

断したことから、入札による廃棄物発電の余剰電力の売電を行っ

た。 

汚泥再生処理センターへの太陽光発電の設置準備 

事業候補者との電力供給契約締結に向けた協議を継続し、年度内の

契約締結に向け手続を進めた。 

R6(2024) 

総合環境センターの余剰電力の活用 

上記取組を継続した。 

汚泥再生処理センターへの太陽光発電の設置 

令和５年度に選定した事業候補者との契約締結に向けた協議が不

調になったことから、競争入札により事業者と契約を締結し、令和

７年度からの電力供給に向け太陽光発電設備を設置した。 

実施 準備・検討 
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R7(2025) 

総合環境センターの余剰電力の活用 

総合環境センターの余剰電力について、入札よりも有利な取組がな

いか情報収集を継続する。 

汚泥再生処理センターへの太陽光発電の設置 

汚泥再生処理センター敷地内に競争入札で契約した事業者が設置

した太陽光発電設備からの受電を開始したほか、秋田県が設置する

太陽光発電設備等からの電力供給開始に向け、進捗について適宜情

報提供を受けた。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組50 
省エネ推進による公共施設におけ

るコスト縮減 
担当 環境総務課 

取組概要 

エネルギー集計システムを活用したエネルギー使用の量および料

金の可視化と、専門技術者による省エネ支援の実施により、公共施

設での省エネを推進する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

①エネルギー使用料金 

②ＣＯ２排出量 

について、年平均１％削減する。 

指標の状況 

①エネルギー使用料金増減率

（参考：使用料金） 

R4：（2,926,327千円） 

R5：▲3.6％（2,819,730千円） 

R6：▲0.04％（2,818,482千円） 

②ＣＯ２排出量増減率 

（参考：ＣＯ２排出量) 

R4：（56,077 t-CO2） 

R5：1.0％（56,658 t-CO2） 

R6：▲13.0％（49,275 t-CO2） 

年度別取組内容 

R5(2023) 

エネルギー管理 

エネルギー情報等を収集管理している情報統合管理基盤の適切な

運用を通じ、エネルギー使用データ等の可視化・分析によるエネル

ギー管理を行い、省エネを推進するとともに、市の事務事業に伴い

排出される温室効果ガスの削減を図った。 

外部専門技術者による省エネ支援 

外部専門技術者による効果的な技術的指導、助言およびフォローア

実施 
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ップを実施し、省エネを推進した。 

R6(2024) 

エネルギー管理 

上記取組を継続したほか、これまで利用してきた情報統合管理基盤

エネルギー集計システムを廃止し、新たに環境省が開発した地方公

共団体実行計画策定・管理支援システム「ＬＡＰＳＳ」を導入した。 

外部専門技術者による省エネ支援 

上記のエネルギー管理で集計したデータを基に抽出したCO2排出量

が多い施設に対し、外部専門技術者による「省エネ最適化診断」を

受診させることにより、効果的な技術的指導、助言を実施し、省エ

ネを推進した。 

R7(2025) 

エネルギー管理 

上記取組を継続した。 

外部専門技術者による省エネ支援 

上記取組を継続したほか、直近３年間に受診した「省エネ最適化診

断」の内容を全庁に情報共有し、省エネ効果の高い設備更新等の推

進を図った。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組51(新) 公共施設への太陽光発電システムの設置 担当 環境総務課 

取組概要 

発電事業者負担により公共施設の屋根等に太陽光発電システムを

設置し、発電した電力を当該公共施設へ供給する無償設置型太陽光

発電事業により、再生可能エネルギーの導入と年間電気料金の削減

を進める。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、設置施設数

を４件以上とし、設置施設にお

ける年間電気料金単価を３％削

減する。 

指標の状況 

設置施設数 

計２件 

（参考） 

R3：１件（年間の電気料金単価を

17％削減） 

R7：１件(年間の電気料金単価の

削減はR8に確定予定) 

年度別取組内容 

R5(2023) 
秋田市汚泥再生処理センターでの無償設置型太陽光発電事業の  

実施に向けた準備 

実施 準備・検討 
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事業候補者との電力供給契約締結に向けた協議を継続し、環境省交

付金の繰越承諾後、年度内の契約締結に向け手続を進めた。 

R6(2024) 

秋田市汚泥再生処理センターでの無償設置型太陽光発電事業の 

実施 

令和５年度に選定した事業候補者との契約締結に向けた協議が不

調となったことから、競争入札により事業者と契約を締結し、令和

７年度からの電力供給に向け太陽光発電設備を設置した。 

R7(2025) 

秋田市汚泥再生処理センターでの無償設置型太陽光発電事業の

実施 

汚泥再生処理センター敷地内に競争入札で契約した事業者が設置

した太陽光発電設備からの受電を開始した。 

市民サービスセンターでの無償設置型太陽光発電事業の検討 

市民サービスセンターに限らず、太陽光発電設備が設置可能な公共

施設のうち、電気の使用量が多く、採算性が比較的高い施設につい

て、発電事業者から参考見積を取得するなどにより、無償設置型太

陽光発電事業についての実施可能性の検討を行った。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組52(新) 公用車保有台数等の見直し 担当 財産管理活用課 

取組概要 

財産管理活用課が保有している公用車について、運行データを分析

して今後の公用車保有更新計画を策定し、保有台数および車種比率

の適正化を一層推進する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和６年度までに、公用車保有

更新計画を策定し、計画に基づ

く取組を実施する。 

指標の状況 

継続実施 

R6：公用車保有更新計画策定 

（参考：公用車保有台数） 

R5：57台 

R6：57台 

R7：54台 

年度別取組内容 

R5(2023) 

公用車運行データの収集・分析 

公用車保有更新計画の策定に向け、公用車の運行データの分析を進

めた。 

R6(2024) 公用車保有更新計画の策定 

実施 準備・検討 
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公用車運行データから適切な保有台数および車種比率を把握し、公

用車保有更新計画を策定した。 

R7(2025) 

取組の実施 

公用車保有更新計画に基づき、令和７年度実施事項「公用車３台の

削減」の実施に掛かる車両の所管替え作業を行った。 

R8(2026) 継続実施 

  



Ⅲ組織・執行体制の改革－１適正かつ効率的な組織体制の構築 

73 

 

Ⅲ 組織・執行体制の改革 

１ 適正かつ効率的な組織体制の構築 

(1) 組織体制の最適化 

取組53 組織機構の見直し 担当 総務課 

取組概要 

県都『あきた』創生プラン20の施策体系に沿った組織機構のあり方

を検討するとともに、新たな行政課題に対応できるよう組織機構の

見直しを行う。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

社会情勢の変化や行政課題に対

応した効果的かつ効率的な組織

機構を構築する。 

指標の状況 

継続実施 

年度別取組内容 

R5(2023) 

組織機構のあり方検討・見直し 

全庁に意向確認をするとともに、必要に応じてヒアリング等を実施

し、組織的課題の解決に向けた組織機構のあり方について、検討お

よび見直しを行った。 

新エネルギー産業および関連企業の集積による地域産業の振興 

 としごとづくり 

洋上風力発電事業をはじめとする本市エネルギー産業の活性化を

強力に推進するため、産業振興部に「新エネルギー産業推進室」を

設置し、「新エネルギー産業推進担当部長」を配置した（令和５年

４月１日設置）。 

新型コロナウイルス対策室の廃止 

特別定額給付金の給付など新型コロナウイルス感染症の緊急経済

対策等に関する事務を一元的に処理する組織として、令和２年５月

１日付けで設置した「新型コロナウイルス対策室」について、国が

令和５年５月８日に同感染症の感染症法上の位置付けを「５類感染

症」に変更することに併せて廃止した（令和５年５月８日廃止）。 

R6(2024) 

組織機構のあり方検討・見直し 

上記取組を継続した。 

子ども関連施策を推進する体制の強化 

改正児童福祉法に対応し、妊産婦、子育て世帯等へ一体的に相談支

援を行う「子ども家庭センター」を設置したほか、同センターに「子

                                                                             
20 県都『あきた』創生プラン 

本市の総合的かつ計画的な行政運営を図るため、令和３年度から令和７年度までの５年間の計画期

間を通した目標とそれを実現するための基本的な考え方を示した第 14 次秋田市総合計画のこと。 

実施 
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ども家庭センター所長」を配置するとともに、従来の「子ども健康

課」および子ども未来センターを改称した「子育て相談支援課」を

設置した。また、国が進める次元の異なる少子化対策に迅速かつ的

確に対応するとともに、事務事業の円滑化を図るため、「子ども福

祉課」を設置し、子ども総務課から児童手当や福祉医療等に関する

業務、子ども育成課から放課後児童等に関する業務を移管したほ

か、児童館の所属機関を同課に改めた。また、施設指導室が所管す

る指導監査に関する業務を子ども総務課へ、教育・保育給付に関す

る業務を子ども育成課へそれぞれ移管し、同室を廃止した。 

空き家対策を推進する体制の強化 

住宅整備課の名称を「住宅政策課」に改め、「秋田市空家等対策計

画」に基づく事務事業を円滑に実施するため、同課に「空き家対策

担当」を設置し、「空き家対策担当課長」を配置した。 

花き部（中央卸売市場）の地方卸売市場への移行 

花き部（中央卸売市場）の地方卸売市場への移行に伴い、中央卸売

市場を廃止し、公設地方卸売市場に市場管理室を設置した。 

R7(2025) 

組織機構のあり方検討・見直し 

上記取組を継続した。 

ごみ処理施設の更新に向けた体制の強化 

令和１７年度の供用開始に向けてごみ焼却施設と資源化施設を更

新するとともに、現在検討しているごみ処理広域化に係る取組を推

進するため、環境部に「ごみ処理施設建設準備室」を設置した。 

R8(2026) 継続実施 
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取組54 消防体制の最適化 担当 消防本部警防課 

取組概要 

以下の取組により、効果的・効率的に災害対応能力を発揮できる体

制を整備する。 

①消防団の組織体制の見直し 

消防団員の確保が困難な地域がある現状に対応するため、班組織や

器具置場を統廃合し、人員と資機材を集約する。 

②消防力の適正配置 

消防署所の統合や、消防車両の適正配置に取り組む。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

①消防団組織再編計画に基づ

き、地域の消防力として機能

する団員数と資機材を備えた

班組織に見直す。 

②適正な配置を検討し、署所の

統合に着手する。 

指標の状況 

①消防団班組織の見直し 

継続実施 

（参考） 

R5：秋田市消防団32分団、150班、

142か所 

R6：秋田市消防団32分団、146班、

138か所 

R7：秋田市消防団32分団、138班、

131か所 

②消防力の適正配置 

継続実施 

（参考） 

R5：14署所 

R6：13署所 

R7：13署所 

年度別取組内容 

R5(2023) 

①消防団の組織体制の見直し 

【雄和第一分団】 

分団内５か所の班および器具置場を１か所へ集約し、適地へ拠点器

具置場を建設した。 

②消防力の適正配置 

寺内・将軍野統合出張所（仮称）の建築予定地周辺の事前家屋調査

を行い、建設工事Ⅰ期を実施した。 

R6(2024) 
①消防団の組織体制の見直し 

【河辺第二分団】 

実施 
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戸島上班、戸島下班を統合し、活動拠点となる器具置場を建設した。 

【上北手分団】 

上北手分団の班統合については既存建物へ集約することとした。 

②消防力の適正配置 

寺内出張所開設（令和６年11月27日付け） 

R7(2025) 

①消防団の組織体制の見直し 

【豊岩分団】 

石田坂班および居使班の班組織および器具置場を集約し、適地へ器

具置場を建設した。 

②消防力の適正配置 

旧庁舎（寺内出張所）解体工事完了。 

R8(2026) 

①消防団の組織体制の見直し 

統廃合により廃止した器具置場の解体工事を行う。 

解体７棟 

【太平分団】八田班 

【河辺第三分団】上三内班、東班、曽場班、新川班 

【雄和第三分団】旧平尾鳥班、旧中山班 

②消防力の適正配置 

旧庁舎（将軍野出張所）を財産管理活用課へ所管替えする。 
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(2) 職員数の適正管理 

取組55 職員数の適正管理 担当 人事課 

取組概要 

市政を取り巻く環境の変化に柔軟に対応した定員管理を行う。ま

た、定年年齢の延長により、60歳を超える役職定年職員等の増加が

見込まれるため、その経験や知識を活用できる部門に配置しながら

も、職員の年齢構成等を考慮した新規採用を行う。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

職員数2,490人（再任用職員およ

び役職定年職員等を除く。）を基

本とする。 

指標の状況 

職員数 

R5：2,462人 

R6：2,462人 

R7：2,474人 

年度別取組内容 

R5(2023) 

多様な人材確保および適材適所の職員配置 

多様な人材を確保するため、職務経験者を対象とした職員採用試験

など複数の試験区分で採用試験を実施したほか、適材適所の職員配

置を図るため、60歳到達職員に対する定年前再任用短時間希望等調

査や59歳到達職員に対する勤務意思確認を行った。 

R6(2024) 
多様な人材確保および適材適所の職員配置 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 
多様な人材確保および適材適所の職員配置 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

  

実施 
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(3) 多様な人材の育成・活用 

取組56 職員の働き方の検証 担当 人事課 

取組概要 

柔軟で多様な働き方を推進することにより、職員一人ひとりがいき

いきと働くことができる環境をつくり、職員のワーク・ライフ・バ

ランスの充実を図る。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

前年度を下回る時間外勤務時間 指標の状況 

職員１人当たりの時間外勤務時間 

R4：135.6時間／年 

（前年度比＋0.07％） 

R5：147.8時間／年 

（前年度比＋9.00％） 

R6：123.8時間／年 

（前年度比▲16.20％） 

年度別取組内容 

R5(2023) 

多様な働き方の推進 

職員のワーク・ライフ・バランスの充実を図るため、時差出勤制度

を通年実施したほか、多様な働き方の推進に向け、育児・介護休暇

中の職員が庁内情報を共有できる仕組みや地域貢献活動促進のた

めの取組などを検証した。 

時間外勤務時間の縮減 

時間外勤務の縮減および適正管理のため、ノー残業デーの周知およ

び業務量に配慮した人事異動等を行うとともに、月45時間を超える

時間外勤務が見込まれる場合に、各課所室における状況を確認の

上、必要と認められる場合に認定した。 

R6(2024) 

多様な働き方の推進 

職員のワーク・ライフ・バランスの充実を図るため、時差出勤制度

を通年実施した。 

時間外勤務時間の縮減 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

多様な働き方の推進、時間外勤務時間の縮減 

上記取組を継続したほか、適正な業務遂行や適切な労務管理等を目

的として「窓口における各種手続の受付時間の短縮」について現況

調査や先進導入市の研究等を行い、実施案をとりまとめた。 

R8(2026) 多様な働き方の推進、時間外勤務時間の縮減 

実施 
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上記取組を継続するほか、「窓口における各種手続の受付時間の短

縮」の令和８年10月の試行に向け、庁内調整や市民周知等を行う。 

 

取組57 
時代の変化や行政課題に対応できる人

材の育成 
担当 

人事課自治研修セ

ンター 

取組概要 

取り巻く環境変化に対応し、デジタル化推進など新たな時代の要請

に応える行政運営を進めるための人材育成策と研修体系を構築し、

人事評価制度と連携した職員研修等の充実を図る。また、秋田市人

材育成基本方針および秋田市職員研修実施計画を見直し、改訂する

（令和４年度～令和７年度の４か年方針・計画）。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和７年度に、秋田市人材育成

基本方針および秋田市職員研修

実施計画の内容を見直し、改訂

する。 

指標の状況 

R7：秋田市人材育成・確保基本方

針および秋田市職員研修実施計

画策定 

年度別取組内容 

R5(2023) 

職員研修実施計画に基づく研修実施 

研修実施計画に基づき、職務や能力に応じた研修や県内外の研修機

関等への職員派遣を実施するとともに、各部局や職場が主体的に取

り組む研修活動を支援した。 

消防庁舎への研修機能移転 

職員研修棟から消防庁舎へ機能移転するにあたり、ネットワーク環

境等の充実を図り、大人数でのパソコン研修やＷＥＢ会議形式のオ

ンライン研修など、新たな体制を整備した。 

R6(2024) 

職員研修実施計画に基づく研修実施 

上記取組を継続した。 

人材育成に関する職員アンケート等の実施 

研修受講アンケートにより研修に対する意見や取組成果等を把握

した。 

R7(2025) 

職員研修実施計画に基づく研修実施 

上記取組を継続した。 

秋田市人材育成基本方針および秋田市職員研修実施計画の改訂 

職員意識調査等の結果を踏まえて、人材育成基本方針および職員研

修実施計画を改訂した。 

R8(2026) 職員研修実施計画に基づく研修実施 

実施 
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継続実施 

 

取組58 女性管理職の登用拡大 担当 人事課 

取組概要 

女性職員のさらなる活躍推進や仕事と生活の調和の推進に向けた

意識啓発等の取組を実施するほか、将来の管理職を担う人材を育成

するため、個々に応じてキャリア形成を考慮した人事運用を行う。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、女性管理職

（課長級以上）の割合を20.0％

とする。 

指標の状況 

女性管理職（課長級以上）割合 

R5：18.2％ 

R6：18.6％ 

R7：18.7％ 

年度別取組内容 

R5(2023) 

キャリア形成支援・意識改革等 

女性職員のさらなる活躍推進、ワーク・ライフ・バランスの充実に

向けた意識啓発、キャリアアップに向けた研修、職域拡大等による

多様な職務機会の付与などにより、キャリア形成や意識改革を図る

とともに、育児などの状況を考慮した人事運用を行った。 

女性職員の活躍に向けた働きやすい環境づくり 

男性職員の育児休業体験談を継続して庁内に公開したほか、時間外

勤務の縮減に向けた取組の具体例を管理職等に周知するなど、男性

職員の育児休業取得率の向上や時間外勤務の縮減等により、男性も

含めた全ての職員の意識啓発を図った。 

R6(2024) 

キャリア形成支援・意識改革等 

上記取組を継続した。 

女性職員の活躍に向けた働きやすい環境づくり 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 

キャリア形成支援・意識改革等 

上記取組を継続した。 

女性職員の活躍に向けた働きやすい環境づくり 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

 

  

実施 
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取組59(新) 女性消防吏員の増員 担当 消防本部総務課 

取組概要 

「秋田市消防本部女性消防吏員の増員計画」に基づき、採用拡大に

取り組むほか、増加を踏まえた職域の拡大に取り組むことで、女性

消防吏員の活躍を推進し、女性の力を最大限に活用して消防組織の

活性化を図り、市民サービスの向上を目指す。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、女性消防吏

員を15名以上とする。 

指標の状況 

女性消防吏員数 

R5：11名 

R6：12名 

R7：13名 

年度別取組内容 

R5(2023) 

女性消防吏員の増員 

秋田市消防本部オリジナル職員募集案内パンフレットを一部更新

した。職員ガイダンスを対面参加とオンライン参加によるハイブリ

ット方式で開催した（Zoomアプリを使用）。 

R6(2024) 

女性消防吏員の増員 

広報活動、職場説明会、学校訪問等の募集活動を積極的に実施した

ほか、秋田市消防本部オリジナル職員募集案内パンフレットを一部

更新した。 

女性消防吏員の職域拡大 

新築した寺内出張所に女性専用施設の整備したほか、出産を向かえ

る職員の人事および勤務体制について配慮するなど、消防署所への

女性専用施設の整備を進めるとともに、育児等のライフステージを

考慮した人事運用を実施した。 

R7(2025) 

女性消防吏員の増員 

上記取組を継続した。 

女性消防吏員の職域拡大 

育児休業取得後に職場復帰する職員に配慮した人事および勤務体

制の整備を行った。 

R8(2026) 継続実施 

 

  

実施 
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２ 執行体制の見直し 

(1) 適正な業務遂行体制の構築 

取組60 内部統制の取組の推進21 担当 総務課 

取組概要 

法令遵守のもと、効果的・効率的に職務を遂行する環境づくりを進

めるため、職員が業務に係るリスクを分析・評価し、コントロール

する取組を推進し、適正な事務の管理および執行を確保する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

不適正な事務処理等（重大な不

備）の件数を０件にする。 

指標の状況 

不適正な事務処理事案件数 

R5：４件 

R6：０件 

年度別取組内容 

R5(2023) 

事務に係るリスクのコントロール 

「課所室共通リスク」および「課所室所管業務に係るリスク」を回

避・軽減する取組の状況を各部局の統括リスクマネージャーおよび

総務部総務課が評価し、リスクを未然に防ぐ取組を推進した。 

コンプライアンス意識の向上 

統括リスクマネージャー会議等により、リスク管理の取組や不適正

な事務処理の再発防止案などについて情報共有するとともに、コン

プライアンス強化期間の設定やコンプライアンス標語の周知等に

より、コンプライアンス意識の向上を図った。 

R6(2024) 

事務に係るリスクのコントロール 

上記取組を継続した。 

コンプライアンス意識の向上 

上記取組を継続したほか、予備監査における不備の情報を速やか

に全庁共有し、早期に是正を図るデータベースを新たに作成し、

運用を開始した。 

R7(2025) 

事務に係るリスクのコントロール 

上記取組を継続した。 

コンプライアンス意識の向上 

上記取組を継続したほか、定期監査等で以前指摘された事項を再度

指摘されることのないよう、事前確認チェックリストを作成し、部

                                                                             
21 内部統制 

組織の内部をコントロールして不祥事や事故を防ぐこと。組織が持続的、安定的に成長するため

に、内部でコントロール(統制)すること。 

実施 
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局において監査を受ける前に点検することとした。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組61(新) 応急仮設住宅建設に係る執行体制の整備 担当 住宅政策課 

取組概要 

大規模災害時に使用する仮設住宅の建設について、効果的・効率的

に対応できるよう、建設候補地のデータおよび県から建設依頼があ

った場合の行動マニュアルを整備する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和６年度までに、建設候補地

データおよび行動マニュアルを

整備する。 

指標の状況 

行動マニュアル等整備状況 

R6：建設候補地データおよび行

動マニュアルを整備 

年度別取組内容 

R5(2023) 

執行体制の検討 

応急仮設住宅の建設候補地リストの作成に向け、建設候補地の抽出

作業を行ったほか、選定作業を行った。また、行動マニュアルの整

備に向けた作業項目の抽出および担当課の割当などを検討した。 

R6(2024) 

執行体制の整備 

応急仮設住宅の建設候補地を見直したほか、行動マニュアルを策定

し、関係各課等へ周知した。 

【令和６年度(2024)取組完了】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

準備・検討 実施 
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取組62 防火対象物に対する査察体制の充実 担当 消防本部予防課 

取組概要 

火災予防に関する高度な知識や技術を有する予防技術資格者につ

いて、更なる人材育成と合理的な人員配置に努め、消防法令等違反

に対する是正推進と、査察体制の充実強化を図るとともに、当該資

格者の配置不足と将来減を補完するため計画的に増員する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和８年度までに、新たに16人

の予防技術資格者を認定する。 

指標の状況 

予防技術資格新規認定者数 

計７人 

 R5：２人 

R6：３人 

 R7：２人 

年度別取組内容 

R5(2023) 

予防技術資格者の増員 

さらなる人材育成と合理的な人員配置に努めたほか、予防技術検定

の受検予定者へ受験対策や、既定の予防技術資格者に対する実務研

修を行った。 

R6(2024) 
予防技術資格者の増員 

上記取組を継続した。 

R7(2025) 
予防技術資格者の増員 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 継続実施 

 

  

実施 
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実施 

(2) 業務の集約化および効率化 

取組63(新) 公印の押印省略の拡大に係る検討および実施 担当 文書法制課 

取組概要 

一部の文書については、公印の押印を省略して施行しているが、業

務の効率化を図るため、対象となる文書の範囲の拡大およびその場

合の事務の取扱いを検討し、および実施する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

  
  

成果指標 

令和８年度までに、実施可能と

判断したものについて、公印省

略を実現する。 

指標の状況 

準備・検討 

年度別取組内容 

R5(2023) 

調査・研究 

他都市の先行事例調査の結果を基に検討を行い、本市における押印

省略可能な事務の選定と実施に向けた課題を整理した。 

R6(2024) 

押印省略可能な事務の絞り込み 

公印使用件数の分類分析および他都市の状況の追跡調査等により、

公印の押印を要する文書の基準を設け、原則、それに該当しない文

書は公印省略とする方向で検討を行い、公印省略とする対象文書の

範囲を決定した。 

R7(2025) 

例規、要綱等の整備 

文書取扱規程等の一部を改正し、令和８年４月の施行に向けて、そ

の内容について庁内外への周知を行った。 

R8(2026) 公印の押印省略の拡大 

 

取組64(新) 業務へのドローンの活用 担当 消防本部指令課ほか 

取組概要 

ドローンの活用により、効果的かつ効率的に業務を遂行する。 

①各消防署等へのドローンの配置（消防本部指令課） 

災害監視システム（セリオン・アトリオン・豊岩の各高所カメラ）

の廃止・撤去の代替として、各消防署（４署）にドローンを配置す

るほか、消防本部指令課に配置しているドローンを更新し、検索活

動等の災害活動支援に活用する。 

②施設点検へのドローンの活用（上下水道局総務課） 

配水場などの大型構造物や水管橋、橋梁添架管等の点検へ活用す

る。 

取組 R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

準備・検討 
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スケジュール 
    

成果指標 

①令和８年度までに、４署へ配

置し、指令課のドローンを更

新する。 

②令和８年度までに、ドローン

を活用した施設点検を計８か

所で実施する。 

指標の状況 

①ドローン配置数 

計３署 

R5:２署（土崎消防署、秋田南

消防署） 

R6:１署（城東消防署） 

②施設点検箇所 

計９か所 

R5:３か所 

R6:３か所 

R7:３か所 

年度別取組内容 

R5(2023) 

① 各消防署等へのドローンの配置（消防本部指令課） 

災害監視システム（セリオン・アトリオン・豊岩の各高所カメラ）

の廃止撤去に伴い、代替として消防署２署（土崎・秋田南）へドロ

ーンを配置し、機動力を生かした自由度の高い映像で情報を収集す

ることで、検索活動等の災害活動支援に活用した。 

② 施設点検へのドローンの活用（上下水道局総務課） 

水道維持課において、橋梁添架管３施設（黒瀬橋、新波橋、秋雄大

橋）の点検を実施した。 

R6(2024) 

① 各消防署等へのドローンの配置（消防本部指令課） 

新たにドローンを１機購入し、１署（城東）へ配置したほか、配置

した消防署へのドローン運用全般に関する支援を実施した。 

② 施設点検へのドローンの活用（上下水道局総務課） 

「上下水道局無人航空機研究部会」において今年度の取組方針等を

決定し、前年度に引き続き、橋梁添架管３施設（黒瀬橋、新波橋、

秋雄大橋）の点検を行った。また、新たに橋梁添架管など３か所（中

川橋ほか）の点検等にドローンを活用したほか、操縦訓練を実施し

た。 

R7(2025) 

①各消防署等へのドローンの配置（消防本部指令課） 

配置した消防署へのドローン運用全般に関する支援を実施した。 

②施設点検へのドローンの活用（上下水道局総務課） 

ドローンを活用した施設点検等（浄水場の取水施設等）を３か所で

実施した。 

R8(2026) ①各消防署等へのドローンの配置（消防本部指令課） 

実施 
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実施 

継続実施 

②施設点検へのドローンの活用（上下水道局総務課） 

継続実施 

 

取組65(新) し尿および浄化槽汚泥の広域処理 担当 環境総務課ほか 

取組概要 

男鹿市と潟上市からの申入れを受け入れ、令和10年度から秋田市汚

泥再生処理センターでし尿等の広域処理を行い、両市から手数料を

得ることで維持管理費用の負担軽減を図る。 

  

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

  
  

成果指標 

令和８年度までに、両市が負担

するし尿等処理手数料を算定

し、令和10年度以降の維持管理

費用の負担軽減額を確定する。 

指標の状況 

準備・検討 

年度別取組内容 

R5(2023) 

広域処理の費用負担等の協議 

令和５年度秋田市・男鹿市・潟上市し尿等広域処理連絡協議会を開

催し、広域処理の費用負担等について協議を行った。 

R6(2024) 

広域処理の費用負担等の協議 

秋田市・男鹿市・潟上市し尿等広域処理連絡協議会を開催し、受入

設備や計量設備における計量方法について協議するとともに、各市

から広域処理における課題等を洗い出ししてもらい諸課題につい

て共有した。また、男鹿地区衛生センターの搬入量が推計値よりも

高いことから、受入れ時期に影響するため今後の推移を注視してい

くこととした。 

R7(2025) 

広域処理の費用負担等の協議 

し尿等広域処理連絡協議会で広域処理の費用負担等の考え方につ

いて協議した。 

汚泥再生処理センターの改修の検討 

汚泥再生処理センターの大規模改修について、工事内容や必要な経

費の試算等を行った。 

R8(2026) 

広域処理の費用負担等の協議 

広域処理の前提となる受託処理の考え方を共有し、本市の費用負担

軽減策を検討する。 

 

準備・検討 
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取組66(新) 
汚水中継ポンプ場集中監理による維持

管理体制の再編 
担当 下水道整備課 

取組概要 

川口汚水中継ポンプ場の監視制御設備が老朽化による更新時期を

迎えることから、同ポンプ場で監視制御している中島、外旭川、新

屋、馬場、土崎の各ポンプ場と旭橋返送ポンプ場の７施設の監視制

御機能を八橋汚水中継ポンプ場へ統合し、計８施設の運転監視がで

きる体制を構築することで、維持管理体制の効率化と維持管理費の

削減を図る。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 

令和６年度に監視制御設備の更

新工事を発注し、令和８年度に

完成する。 

指標の状況 

監視制御設備更新状況 

R6:監視制御設備更新工事契約 

年度別取組内容 

R5(2023) 
監視制御設備更新工事に向けた設計積算 

設計内容の精査および機器類の市況価格調査を実施した。 

R6(2024) 
監視制御設備更新工事の発注 

工事契約を締結し、施工計画および機器製作図の作成を行った。 

R7(2025) 
監視制御設備更新工事の施工 

主要機器の制作を完了した。 

R8(2026) 
監視制御設備更新工事の完成 

各ポンプ場へ機器を設置し、試験調整を行う。 

 

  

実施 準備・検討 
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３ 業務のデジタル化 

(1) 業務のデジタル化 

取組67(新) 先端技術活用による事務効率化 担当 デジタル化推進本部 

取組概要 

人口減少下にあっても持続的に質の高い公共サービスを提供する

ために、デジタル技術を積極的に活用した取組が求められており、

ＲＰＡ22やＡＩ－ＯＣＲ23、議事録作成ツールや動画作成ツール等の

先端技術を利用して事務の効率化およびＩＣＴ24スキルの向上を図

る。また、効率化事例の共有を行い業務効率化への意識を醸成する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

基準年度（令和３年度）を上回る

秋田市デジタル化推進計画の基

本方針「先端技術を活用した取

組」の個別施策数 

指標の状況 

「先端技術を活用した取組」の

個別施策数 

R3：15件 

R5：18件 

R6：20件 

R7：23件 

年度別取組内容 

R5(2023) 

先端技術を活用した事務効率化の検討、実施 

動画作成ツールを導入し、動画による市民への情報発信や庁内研修

を実施した。また、子ども福祉医療業務へのＲＰＡおよびＡＩ－Ｏ

ＣＲの導入、ＡＩ議事録作成ツールの導入や生成ＡＩの試行などに

より内部事務の効率化に取り組み、内容を庁内で共有することによ

り業務効率化への意識の醸成を図った。 

R6(2024) 

先端技術を活用した事務効率化の検討、実施 

生成ＡＩについて、秋田市で定めた「生成ＡＩの利用に関する実施

手順」に基づき全庁での業務利用を開始し、ガイドラインの作成や

関連情報の集約を行った。また、ＲＰＡ、動画作成ツール、ＡＩ議

事録作成ツールといった導入済みツールの庁内研修や活用事例の

                                                                             
22 ＲＰＡ 

Robotic Process Automation の略で、定型的なパソコン操作をソフトウェアのロボットにより自

動化する技術のこと。 
23 ＯＣＲ 

Optical Character Reader の略で、手書き、印刷された文字や数字を読み取る光学式文字読み取

り装置のこと。ＡＩの技術を掛け合わせることにより文字認識率の向上や読み取り位置の自動調

整等ができるものをＡＩ－ＯＣＲという。 
24 ＩＣＴ 

Information Communication Technology の略で、情報通信技術のこと。 

実施 
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共有を行い、事務の効率化および業務改善の意識醸成を図った。 

R7(2025) 

先端技術を活用した事務効率化の検討、実施 

上記取組を継続したほか、ＲＰＡについてハンズオン形式によるシ

ナリオ開発研修を実施し、各課が主体的にデジタル化へ取り組むた

めの基盤づくりを行った。また、「先端技術を活用した取組」の個

別施策について、デジタル化推進計画の改訂に伴い、「災害情報管

理システムの導入」、「避難所運営管理システムの導入」、「ごみ集積

所管理システムのクラウド化」の３件を追加した。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組68(新) 財務会計事務の効率化 担当 会計課 

取組概要 

効率的な事務処理体制の構築に向け、令和８年９月に予定されてい

る財務会計システムの更新に併せて、予算執行業務への電子決裁の

導入を検討する。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

  
 

 

成果指標 

令和８年度までに、予算執行業

務へ電子決裁を導入する。 

指標の状況 

準備・検討 

※システム更新の検討・準備期

間を確保するため、予算執行系

の財務会計システム更新予定時

期が令和10年４月に変更とな

り、電子決裁の導入も同時期と

なる。 

年度別取組内容 

R5(2023) 

調査・研究 

東北県庁所在地六都市会議へ提出した議題の回答や、他都市が行っ

た電子決裁に関する照会の取りまとめ結果を参考に、秋田市の課題

を検討し整理した。 

R6(2024) 

調査・研究 

財務会計システムの更新に併せた電子決裁の導入に向け、システム

機能の見直しや効率的なフローについて調査・研究した。また、財 

務会計システムの更新スケジュールの確認を行った。 

R7(2025) 

機能や要件等の検討 

これまでの資料を踏まえ、課題の検討を行い、次期システムに必要

な機能について、他課との調整を図った。 

準備・検討 
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R8(2026) 
電子決裁の導入に向けた調整 

新システムの電子決裁機能に即した運用方法を検討する。 
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(2) 情報システムの最適化 

取組69(新) 自治体情報システムの標準化 担当 情報統計課ほか 

取組概要 

自治体の主要な事務として、国が標準化の対象として定める20事務

について、標準仕様に適合したシステムへ移行する。また、移行に

当たっては、国が整備・運用を予定しているクラウドサービス「ガ

バメントクラウド」を利用する。 

事務名 システム所管課 実施状況（R7年度） 

①住民基本台帳 

情報統計課 準備・検討 

②選挙人名簿管理 

③固定資産税 

④個人住民税 

⑤法人住民税 

⑥軽自動車税 

⑦国民年金 

⑧国民健康保険 

⑨児童手当 

⑩児童扶養手当 

⑪印鑑登録 

⑫就学 学事課 準備・検討 

⑬後期高齢者医療 後期高齢医療課 準備・検討 

⑭介護保険 介護保険課 準備・検討 

⑮障害者福祉 障がい福祉課 準備・検討 

⑯生活保護 保護第一課・保護第二課 準備・検討 

⑰健康管理 保健予防課 準備・検討 

⑱子ども・子育て支援 子ども育成課 準備・検討 

⑲戸籍 市民課 準備・検討 

⑳戸籍の附票 市民課 準備・検討 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 
令和８年度までに、対象の20事

務を順次標準化する。 

指標の状況 

準備・検討 

年度別取組内容 

R5(2023) 

標準化に向けた課題の抽出、ガバメントクラウドの情報収集 

標準準拠システムへの移行に向け、情報収集やベンダーと協議を行

うなど、課題の抽出を行った。 

R6(2024) 標準化に向けた課題の抽出、ガバメントクラウドの情報収集 

実施 準備・検討 
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上記取組を継続した。 

R7(2025) 

標準化の実施、ガバメントクラウド移行 

国の説明会等への出席および情報収集、標準化に向けた各種構築等

作業、仕様等にかかるベンダーとの協議等を行った。また、保健予

防課の健康管理事務について、令和７年度末までの標準化移行を予

定していたが、想定から遅れて令和８年２月末にシステム開発元か

ら最新のバージョンアップがリリースされ、その精査や一部作業工

程の変更を要することから、令和８年度に実施することとした。 

R8(2026) 継続実施 

 

取組70(新) ごみ集積所管理システムのクラウド化 担当 環境都市推進課 

取組概要 

システム運用の安全性・安定性および行政事務の効率化を図るた

め、現在、以下の３件で構成しているごみ集積所管理システムに係

る契約を見直し、クラウド化25することを検討する。 

①サーバーのリース（令和２年８月１日～令和７年７月31日） 

②システムの保守管理業務（毎年度） 

③最新版住宅地図のライセンス購入（毎年度） 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

 
   

成果指標 
令和７年度から、新システムを

稼働させる。 

指標の状況 

R7：新システム稼働 

年度別取組内容 

R5(2023) 

調査・研究 

システム関係業者への問合せ等により現システムとの整合性を確

認するなど、新システムのクラウド化に向け、要件、仕様、業務内

容等の調査・研究を進め、必要な機能等を整理した。 

R6(2024) 

新システムの仕様等の作成、導入の準備 

新システムの詳細な仕様や稼働に向けてシステムの導入による費

用対効果を検討した。 

R7(2025) 

サーバーのリース期間終了に合わせた本稼働 

システム導入契約を締結し、クラウド化した新システムを稼働させ

た。 

R8(2026) 運用・保守 

                                                                             
25 クラウド化 

情報システムのハードウェア、ソフトウェア、データなどを外部のデータセンター等において管

理・運用し、ネットワーク経由で利用することができるようにする取組のこと。 

実施 準備・検討 
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取組71(新) 合併処理浄化槽台帳システムの高度化 担当 環境保全課 

取組概要 

法定検査や保守点検等を受けていない合併処理浄化槽の指導に際

し、既存の台帳システムは、ＧＩＳ26機能を搭載していないため、

設置場所や管理状況の確認に時間を要し、速やかな指導に支障が生

じている。そのため、上下水道統合型ＧＩＳシステムに合併処理浄

化槽の情報を加え、台帳システムを高度化することで、一地区の合

併処理浄化槽の確認に要する時間を短縮し、効率よく速やかな指導

を可能とする。 

取組 

スケジュール 

R5(2023) R6(2024) R7(2025) R8(2026) 

    

成果指標 

令和５年度に、合併処理浄化槽

台帳システムを高度化し、令和

６年度から浄化槽管理者への指

導件数を毎年度200件以上とす

る。 

指標の状況 

浄化槽管理者への指導件数 

R5：183件（合併処理浄化槽台帳

システム高度化実施） 

R6：230件 

年度別取組内容 

R5(2023) 

台帳システムの高度化 

既存台帳から合併処理浄化槽データを抽出し、上下水道統合型ＧＩ

Ｓシステムに追加することで、合併処理浄化槽台帳システムの機能

を高度化した。また、前年度に同システムに追加した単独処理浄化

槽情報を活用し、浄化槽管理者に対する指導を効率的に進めた。 

R6(2024) 

効率的な指導の実施 

下水道や浄化槽等の生活排水処理状況を同一地図上で一元化した

新たな台帳を活用し、適正に管理されていない浄化槽の管理者に対

して効率的に指導を実施した。また、関係部局と台帳を共有し、生

活排水に係る苦情の早期解決を図った。 

R7(2025) 
効率的な指導の実施 

上記取組を継続した。 

R8(2026) 

効率的な指導の実施 

高度化した台帳システムの活用により、適正に管理されていない浄

化槽の管理者に対する指導を効率的に行うとともに、その体制を維

持する。 

                                                                             
26 ＧＩＳ 

  Geographic Information System の略で、地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデ

ータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示することで、高度な分析や迅速な判断を

可能にする技術のこと。 

実施 


